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第 1 章 計画の基本事項 

 1 .  計画改定の趣旨 
一般廃棄物処理基本計画は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律（以下「廃棄物処

理法」という。）第６条の規定に基づいて、市町村が定める一般廃棄物処理に係る長期

的視点に立った基本方針であり、循環型社会の構築を目指して、今後のごみ処理及び

生活排水処理のあり方を示し、総合的な廃棄物対策を推進しようとするものです。 

本市は、平成６年（1994 年）３月に袖ケ浦市一般廃棄物処理基本計画を策定し、

社会情勢の変化や新たな法律の制定・施行などを踏まえて、これまで５回の改定を行

っています。最近では令和２年 （2020 年）３月に見直しを行い （以下「現計画」と

いう。）、ごみについては、環境学習やごみ減量化・資源化のリーフレット作成など、

啓発に関する施策を強化しました。生活排水については、主に合併処理浄化槽の普及

に取り組み、生活排水の適正な処理に継続的に努めました。これを受けて、本市のご

み総排出量は減少し、また、生活排水処理率も着実に向上するなど、一定の成果がみ

られています。一方で、ごみについてはリサイクル率の伸び悩み、生活排水について

は浄化槽汚泥量の増加など新たな課題が生じているため、現計画を見直す必要が生じ

ています。 

近年の社会情勢の変化としては、平成 27 年（2015 年）に国連総会で採択された

「持続可能な開発目標」、いわゆるＳＤＧs（Sustainable Development Goals）

の重要性が高まっていることが挙げられます。ＳＤＧs には、ごみや生活排水の安定

的な処理、食品ロスの削減、リサイクルの推進など、ごみ処理行政と密接に関係する

内容が含まれており、一般廃棄物処理基本計画でもこれを十分に考慮する必要があり

ます。また、令和元年 （2019 年）10 月に食品ロスの削減の推進に関する法律（以下

「食品ロス削減推進法」という。）、令和４年 （2022 年）４月にはプラスチックに係

る資源循環の促進等に関する法律（以下「プラスチック資源循環促進法」という。）が

施行されるなど、新たなごみ問題への対応が社会全体で求められています。 

このような社会情勢の変化を踏まえ、現計画を見直し、市・市民・地域・事業者の協

働によって循環型社会の構築を目指すとともに、適正な生活排水処理を推進して水環

境を保全するため、袖ケ浦市一般廃棄物処理基本計画を改定 （以下「本計画」という。）

するものです。 

 

 

 

 

 

  

図 1.1-1 ＳＤＧs の 17 の目標 
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 2 .  計画の位置付け 

（1） ごみ処理行政に係る国や県の動向 

① 法律・国の計画等 

【廃棄物処理施設整備計画】 

令和５年（2023 年）６月に閣議決定された廃棄物処理施設整備計画（計画期間：

令和５年度（2023 年度）～令和９年度（2027 年度））では、2050 年カーボンニ

ュートラルに向けた脱炭素化、循環型社会の実現に向けた資源循環の強化が新たに盛

り込まれたほか、災害時も含めた３Ｒ・適正処理の推進など、廃棄物処理施設の整備

における基本的な方向が示されています。 

 

表 1.2-1 廃棄物処理施設整備計画における基本的理念及び方針 

基本的理念 

（１）基本原則に基づいた３Ｒの推進と循環型社会の実現に向けた資源循環の強化 

（２）災害時も含めた持続可能な適正処理の確保 

（３）脱炭素化の推進と地域循環共生圏の構築に向けた取組 

廃棄物処理施設整備及び運営の重点的、効果的かつ効率的な実施及び運営 

（１）市町村の一般廃棄物処理システムを通じた３Ｒの推進と資源循環の強化 

（２）持続可能な適正処理の確保に向けた安定的・効率的な施設整備及び運営 

（３）廃棄物処理・資源循環の脱炭素化の推進 

（４）地域に多面的価値を創出する廃棄物処理施設の整備 

（５）災害対策の強化 

（６）地域住民等の理解と協力・参画の確保 

（７）廃棄物処理施設整備に係る工事の入札及び契約の適正化 

 

表 1.2-2 廃棄物処理施設整備計画における重点目標 

主な項目 
実績値 

（2020 年度） 

目標値 

（2027 年度） 

ごみのリサイクル率 

（一般廃棄物の出口側の循環利用率） 
20％ 28％ 

一般廃棄物最終処分場の残余年数 22 年分 2020年度の水準を維持 

期間中に整備された 

ごみ焼却施設の発電効率の平均値 
20％ 22％ 

廃棄物エネルギーを 

地域を含めた外部に供給している施設の割合 
41％ 46％ 

浄化槽整備区域内の浄化槽人口普及率 58％ 76％以上 

先進的省エネ型浄化槽導入基数 
家庭用 33 万基 

中・大型 9 千基 

家庭用 75 万基 

中・大型 27 千基 
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【第五次循環型社会形成推進基本計画】 

令和６年（2024 年）８月に閣議決定された第五次循環型社会形成推進基本計画 （目

標年度：令和 12 年度（2030 年度））では、持続可能な形で資源を効率的・循環的に

有効利用する循環経済（サーキュラーエコノミー）への移行を推進することを念頭に、

循環型社会形成に向けた国家戦略が位置付けられています。 

 

表 1.2-3 第五次循環型社会形成推進基本計画における指標及び数値目標 

        （廃棄物処理に関するものを抜粋） 

指標 数値目標（目標年次） 

循環型社会の全体像 

資源生産性 約 60 万円/t（2030 年度） 

１人当たり天然資源消費量 約 11t/人（2030 年度） 

再生可能資源及び循環資源の投入割合 約 34％（2030 年度） 

入口側の循環利用率 約 19％（2030 年度） 

出口側の循環利用率 約 44％（2030 年度） 

最終処分量 約 1,100 万 t（2030 年度） 

循環型社会形成に関する国民の意識・行動  

 廃棄物の減量化や循環利用、グリーン購入の意識 90％（2030 年度） 

 具体的な３R 行動の実施率 50％（2030 年度） 

重点分野１．循環型社会形成に向けた循環経済への移行による持続可能な地域と社会づくり 

重点分野２．資源循環のための事業者間連携によるライフサイクル全体での徹底的な資源循環 

重点分野３．多種多様な地域の循環システムの構築と地方創生の実現 

地域特性を活かした廃棄物の排出抑制・循環利用の状況  

 １人１日当たりごみ焼却量 約 580g（2030 年度） 

廃棄物エネルギーを外部に供給している施設の割合 46％（2027 年度） 

長期広域化・集約化計画を策定した都道府県の割合 100％（2027 年度） 

重点分野４．資源循環・廃棄物管理基盤の強靱化と着実な適正処理・環境再生の実行 

最終処分場の残余容量・残余年数  

 一般廃棄物最終処分場 
2020 年度の水準（22 年分）を維持 

（2030 年度） 

災害廃棄物対策の備えに関する指標  

 災害廃棄物処理計画策定率 
都道府県 100％、市町村 100％ 

（2030 年度） 

 災害廃棄物に係る教育・訓練の実施率 
都道府県 100％、市町村 60％ 

（2030 年度） 

 災害廃棄物処理計画における水害の想定率 市町村 60％（2030 年度） 

重点分野５．適正な国際資源循環体制の構築と循環産業の海外展開の推進 
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【廃棄物の減量その他その適正な処理に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図る

ための基本的な方針】 

廃棄物処理法第５条の２第１項の規定に基づき、令和７年（2025 年）２月に策定

された「廃棄物の減量その他その適正な処理に関する施策の総合的かつ計画的な推進

を図るための基本的な方針」 （以下「廃棄物処理法に基づく基本方針」という。）では、

廃棄物の排出抑制及び適正な循環利用を徹底するとともに、円滑かつ迅速な処理を確

保するための基本方針が定められています。 

 

表 1.2-4 廃棄物処理法に基づく基本方針における数値目標 

            （一般廃棄物に関するものを抜粋） 

指 標 目標値（目標年度） 

一般廃棄物の排出量 令和４年度比約９％削減（令和 12 年度） 

１人１日当たりの家庭系ごみ排出量 約 478g（令和 12 年度） 

一般廃棄物の出口側循環利用率 約 26％（令和 12 年度） 

１人１日当たりのごみ焼却量 約 580g（令和 12 年度） 

一般廃棄物の最終処分量 令和４年度比約５％削減（令和 12 年度） 

廃棄物エネルギーを 

地域を含めた外部に供給している施設の割合 
46％（令和９年度） 

一般廃棄物の最終処分場の残余年数 22.4 年分を維持（令和 12 年度） 
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【プラスチック資源循環戦略】 

プラスチックごみ由来のマイクロプラスチックによる海洋汚染、気候変動に加え、

諸外国の廃棄物輸入規制強化等といった課題に対応するため、令和元年（2019 年）

５月、政府では、省庁横断的なプラスチックリサイクルの国家戦略として「プラスチ

ック資源循環戦略」を策定しました。 

表 1.2-5 プラスチック資源循環戦略における基本原則及び重点戦略 

基本原則 

３Ｒ＋Renewable（リニューアブル） 

重点戦略 

（１）プラスチック資源循環 

 ① リデュース等の徹底 

 ② 効果的・効率的で持続可能なリサイクル 

 ③ 再生材・バイオプラスチックの利用促進 

（２）海洋プラスチック対策 

 ① ポイ捨て・不法投棄の撲滅 

 ② マイクロプラスチックの海洋流出抑制 

 ③ 海岸漂着物等の回収処理 

 ④ 海洋生分解性プラスチック等の開発・利用促進 

 ⑤ 海洋ごみの実態把握 

（３）国際展開 

 ① 地球規模での実効性のある対策支援 

 ② 地球規模のモニタリング・研究ネットワークの構築 

（４）基盤整備 

 ① 社会システムの確立 

 ② 資源循環関連産業の振興 

 ③ 技術開発 

 ④ 調査研究 

 ⑤ 連携協働 

 ⑥ 情報基盤 

 ⑦ 海外展開基盤 

 

 

 

 

 

 

  

用語説明 ３R＋Renewable とは、以下の総称です。 

：ごみの発生量を「減らす」ことです。 

：ごみとして捨てる前に「もう一度使う」ことです。 

：発生したごみを「資源化する」ことです。 

：製品の原材料を再生材や再生可能資源に「切り替える」ことです。 

３Ｒ 

「さんアール」 

又は 

「スリーアール」 
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【プラスチック資源循環促進法】 

令和４年 （2022 年）４月に施行されたプラスチック資源循環促進法は、プラスチ

ック使用製品のライフサイクルに関わる全ての主体に対し、プラスチックの資源循環

の取組を促す措置を規定した法律です。 

設計・製造から、回収・リサイクルの各段階に至るまで、プラスチックの資源循環を

促進する取組が示されています。 

 

表 1.2-6 プラスチック資源循環促進法における各主体の役割（国、都道府県を除く） 

各主体の役割 

市町村の役割 

 
① 家庭から排出されるプラスチック使用製品廃棄物の分別収集・再商品化 

  その他の国の施策に準じた資源循環の促進 

消費者の役割 

 ① プラスチック使用製品の使用の合理化により排出を抑制する 

 ② 事業者及び市町村双方の回収ルートに適した分別排出をする 

 ③ 認定プラスチック使用製品の使用に努める 

事業者の役割 

 ① プラスチック使用製品設計指針に即して製品を設計する 

 
② プラスチック使用製品の使用の合理化のため、業種や業態の実態に 

  応じた有効な取組を選択し、当該取組を実施することで排出を抑制する 

 
③ 自ら製造・販売したプラスチック使用製品の自主回収・再資源化を 

  率先して行う 

 
④ 排出事業者として、プラスチック使用製品産業廃棄物等の排出の抑制 

  及び再資源化を実施する 
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【食品ロス削減推進法】 

平成 13 年（2001 年）５月に施行された食品循環資源の再生利用等の促進に関す

る法律では、食品関連事業者に対し、食品廃棄物等の再生利用等に努めることが義務

付けられています。 

一方、令和元年（2019 年）10 月に施行された食品ロス削減推進法は、より食品ロ

スに特化し、食品ロスの削減を総合的に推進するため、国、地方公共団体等の責務等

を明らかにし、基本方針の策定その他食品ロスの削減に関する施策の基本となる事項

等を定めた法律です。 

 

 

 

 

  

用語説明 

食 品 ロ ス ：「まだ食べられるにもかかわらず捨てられてしまった食品」のことです。 

     「直接廃棄」「食べ残し」「過剰除去」の３種類があります。 

 

資料：環境省「家庭系食品ロスの発生状況の把握のためのごみ袋開袋調査手順書」に基づき、 

   一部を修正して掲載 

 

直 接 廃 棄 ：調理されなかった食材や、開封・提供されずにそのまま捨てられた食べ物。 

     手付かず食品とも呼ばれます。 

食 べ 残 し ：食卓に上った料理や提供された食品が、食べきられずに捨てられたもの。 

過 剰 除 去 ：厚くむき過ぎた野菜の皮など、可食部でありながら除去してしまったもの。 

 

不 可 食 部 ：野菜の皮や魚の骨など、食べられない部分。食品ロスではありません。 

食品廃棄物

食品ロス（可食部）

直接廃棄 食べ残し 過剰除去

不可食部
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【食品ロスの削減の推進に関する基本的な方針】 

食品ロスの削減の推進に関する基本的な方針は、食品ロス削減推進法第 11 条の規

定に基づき令和２年（2020 年）３月に閣議決定されたもので、我が国全体の食品ロ

ス削減の推進に係る方向性等について定めています。令和７年（2025 年）３月の変

更では、食品ロスの削減の推進に関する基本的施策の拡充が行われたほか、新たな数

値目標が示されました。 

表 1.2-7 食品ロスの削減の推進に関する基本的な方針における施策項目 

食品ロスの削減の推進に関する基本的施策 

（１）教育及び学習の振興、普及啓発等 

（２）食品関連事業者等の取組に対する支援 

（３）表彰 

（４）実態調査及び調査・研究の推進 

（５）情報の収集及び提供 

（６）未利用食品等を提供するための活動（食品寄附）の支援等 

 

表 1.2-8 食品ロスの削減の推進に関する基本的な方針における目標値 

項 目 実績値（実績年度） 目標値（目標年度） 

家庭系食品ロス量の削減 433 万 t（2000 年度） 216 万 t（2030 年度） 

事業系食品ロス量の削減 547 万 t（2000 年度） 219 万 t（2030 年度） 

食品ロス問題を認知して 

削減に取り組む消費者の割合 
74.9％（2024 年度） 80％（－） 

 

 

【市町村におけるリチウム蓄電池等の適正処理に関する方針と対策について（通知）】 

令和７年（2025 年）４月、環境省から「市町村におけるリチウム蓄電池等の適正

処理に関する方針と対策について（通知）」が発出されました。これは近年頻発してい

る廃棄物処理施設や収集運搬車両等におけるリチウム蓄電池等による火災事故を踏ま

え、リチウム蓄電池等の適正処理を徹底するための方針と対策を示したものです。 

本市においてもリチウム蓄電池等によるものと思われる火災の発生が確認されてい

ることから、適正な処理に向けた対策を進める必要があります。 
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② 千葉県の計画 

【第 10 次千葉県廃棄物処理計画（千葉県食品ロス削減推進計画）】 

廃棄物処理法第５条の５の規定に基づき、令和３年（2021 年）３月に策定された

「第 10 次千葉県廃棄物処理計画（千葉県食品ロス削減推進計画）」（計画期間：令和

３年度（2021 年度）～令和７年度（2025 年度））では、３Ｒの推進や地域循環共生

圏といった視点に立脚し、千葉県内の廃棄物に関する施策の基本方針が示されていま

す。 

 

表 1.2-9 第 10 次千葉県廃棄物処理計画（千葉県食品ロス削減推進計画） 

     における目標値（一般廃棄物に関するものを抜粋） 

項 目 目標値（令和 7 年度） 

一般廃棄物の排出量 183 万 t 以下 

1 人 1 日当たりの家庭系ごみ排出量 440g 以下 

出口側の循環利用率 30％以上 

一般廃棄物の最終処分量 12 万 t 以下 

 

 

【千葉県食品ロス削減推進計画】 

千葉県では、食品ロス削減推進法第 12 条の規定に基づいて、第 10 次千葉県廃棄

物処理計画に内包する形で、千葉県食品ロス削減推進計画を策定しました。この計画

では、食品ロスの削減に係る施策として、7 つの施策が位置付けられています。 

 

表 1.2-10 千葉県食品ロス削減推進計画における施策 

食品ロスの削減に係る施策 

○「ちば食べきりエコスタイル」の展開 

○教育・学習の振興、普及啓発等 

○食品関連事業者等における取組の支援 

○食品ロスの発生実態や取組状況の把握 

○情報の収集及び提供 

○未利用食品の有効活用や再生利用の推進 

○各主体の相互連携の推進 
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【千葉県全県域汚水適正処理構想】 

千葉県では、県全域を対象とした総合的な汚水処理の構想として千葉県全県域汚水

適正処理構想を策定し、公共下水道、農業集落排水、合併処理浄化槽等の各種汚水処

理施設の整備を推進しています。構想は７年おきに見直されており、令和５年度

（2023 年度）における見直しでは、将来の人口減少に伴う下水道収入の減少や施設

の老朽化による施設更新の費用増などを踏まえ、持続的かつ効率的な汚水処理システ

ムの構築を目指した取組の方針等が位置付けられました。 

 

表 1.2-11 千葉県全県域汚水適正処理構想における目標値 

指 標 目標値（目標年度） 

汚水処理人口普及率 
96.8％（令和 16 年度末） 

100.0％（令和 31 年度末） 
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（2） 本市における関連計画の動向 

【第２次袖ケ浦市環境基本計画】 

第２次袖ケ浦市環境基本計画は、袖ケ浦市環境条例第８条の規定に基づき、本市に

おける環境の保全に関する施策を総合的かつ計画的に推進するために、令和２年

（2020 年）３月に策定したものです。この計画では、本市が目指す環境像と５つの

基本目標を定め、これらを実現するために各種の施策が位置付けられています。 

 

表 1.2-12 第２次袖ケ浦市環境基本計画における目指す環境像と基本目標 

目指す環境像 

みんなでつくる 

豊かな自然と快適な暮らしが調和したまち 

袖ケ浦 

基本目標 

１ 豊かな自然と共生するまち 

２ 快適で安全に生活できるまち 

 （２）水質・土壌・地盤環境の保全 

３ 地球環境を思いやるまち 

４ 環境にやさしい循環型社会を形成するまち 

 （１）３Ｒ活動等による廃棄物の減量化・資源化 

 （２）廃棄物等の適正処理の推進 

 （３）廃棄物等の不法投棄・ポイ捨てへの対策 

５ 市民参加による環境保全活動を推進するまち 

 

 

【袖ケ浦市汚水適正処理構想】 

本市では、市域全域を対象とした総合的な汚水処理の構想として、袖ケ浦市汚水適

正処理構想を令和４年度（2022 年度）に策定し、公共下水道、農業集落排水、合併

処理浄化槽等の各種汚水処理施設の整備を推進しています。 
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（3） 本計画の位置付けと他の計画等との関係 

本計画は、廃棄物処理法第６条第１項及び廃棄物処理法施行規則第１条の３の規定

に基づいて、本市における一般廃棄物の処理に係る基本的な事項を定めるものです。 

また、本計画に内包される袖ケ浦市食品ロス削減推進計画は、食品ロス削減推進法

第１３条第１項の規定に基づいて、本市の区域内における食品ロスの削減の推進に関

する計画として位置付けられるものです。 

計画の策定に当たっては、法令、条例、国や千葉県の定める上位計画等との整合を

図ります。本計画の位置付けを図 1.2-1 に示します。 

 

 

図 1.2-1 本計画の位置付け  

○：法令又は条例 

◇：計画又は方針 
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 3 .  計画期間 
一般廃棄物処理基本計画の目標年次は、おおむね 10 年から 15 年先に設定し、お

おむね５年ごとに改定することが適当であるとされています。また、市町村合併など、

計画の前提となる諸条件に大きな変動があった際には、改定を行うことが適当とされ

ています。 

本計画では、令和８年度（2026 年度）を計画初年度とし、令和 19 年度（2037

年度）を計画目標年度とします。また、施策の具体的な評価や見直しを行うため、令和

13 年度（2031 年度）を中間目標年度とします。 

 

 

 

図 1.3-1 計画期間 

 

 

 4 .  計画の範囲 
本計画の対象区域は、本市の行政区域内全域とします。 

 

  

計画初年度
令和８年度

（2026年度）

中間目標年度
令和13年度

（2031年度）

計画目標年度
令和19年度

（2037年度）

計 画 期 間
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 5 .  計画の対象とする廃棄物 
廃棄物は、一般廃棄物と産業廃棄物に大別されます。本計画の対象は、本市で発生

する一般廃棄物（ごみ、生活排水）とします。 

廃棄物の分類と本計画の対象とする廃棄物を図 1.5-1 に示します。 

 

 

 

図 1.5-1 廃棄物の分類と本計画の対象とする廃棄物 

 

 

  

廃棄物 一般廃棄物

産業廃棄物

汚物又は不要物

事業活動に伴って
発生した廃棄物の
うち、特定の品目

産業廃棄物を
除く廃棄物

ごみ

生活排水を
除く一般廃棄物

事業系ごみ

事業活動に伴って
発生したごみのうち、
産業廃棄物以外のもの

生活系ごみ

一般家庭の
日常生活に伴って

発生したごみ

生活排水

し尿や浄化槽汚泥
を含む

本計画の対象
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第 2 章 一般廃棄物処理を取り巻く環境 

 1 .  本市の自然環境 

（1） 本市の位置及び地勢 

本市は、千葉県の中西部に位置し、北は東京湾、東は市原市、南・西は木更津市に接

しています。総面積は 94.82 平方キロメートル、周囲は 84.5 キロメートルで、東

西 14.0 キロメートル、南北 13.5 キロメートルに広がっています。 

また、本市の臨海部は、京葉工業地域を形成し、石油化学・エネルギー関連企業が多

く立地しているほか、内陸部の主に北西部から東部にかけては平坦な丘陵地帯に開け

た畑地、南西部から南部にかけては肥沃な水田地帯が広がっています。 

さらに、市内では、清澄山系に源を発し市を東西に流れ東京湾に注ぐ小櫃川やその

支流である松川、槍水川、武田川のほか、浮戸川、蔵波川等が流れています。 

本市及び関連施設の位置を図 2.1-1 に示します。 

 

 

 

図 2.1-1 本市及び関連施設の位置 

 

  

袖ケ浦市

市原市

木更津市

君津市
富津市

袖ケ浦
クリーンセンター

かずさ
クリーンシステム

上総安房
クリーンシステム
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（2） 気象 

令和６年 （2024 年）における月別の気温及び降水量を表 2.1-1 及び図 2.1-2 に

示します。平均気温は 17.4℃、平均降水量は 139.7mm であり、比較的温暖な気候

であるといえます。 

表 2.1-1 令和６年（2024 年）における月別の気温及び降水量 

 
気 温（℃） 

降水量（mm） 
平均気温 最高気温 最低気温 

1 月 7.5 11.8 2.9 32.0 

2 月 7.8 11.8 4.1 88.5 

3 月 9.6 13.9 5.4 207.0 

4 月 16.2 21.0 12.3 119.5 

5 月 19.2 24.2 14.8 252.0 

6 月 22.4 27.7 18.6 314.0 

7 月 28.1 33.3 24.8 59.5 

8 月 28.6 33.9 25.3 144.0 

9 月 26.2 30.5 23.4 130.0 

1 0月 20.4 24.4 17.2 187.5 

1 1月 13.8 17.7 10.1 142.0 

1 2月 8.6 13.3 3.8 0.5 

平 均 17.4 22.0 13.6 139.7 

最 高 28.6 33.9 25.3 314.0 

最 低 7.5 11.8 2.9 0.5 

資料：気象庁アメダス（木更津観測所）データ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

図 2.1-2 令和６年（2024 年）における月別の気温及び降水量 
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 2 .  本市の社会環境 

（1） 本市の人口 

① 人口及び世帯数 

本市の人口及び世帯数の推移を表 2.2-1 及び図 2.2-1 に示します。人口は、平成

27 年度 （2015 年度）から令和 5 年度 （2023 年度）まで緩やかな増加傾向を示し、

令和 6 年度 （2024 年度）に若干減少しています。また、世帯数については増加傾向

が継続しています。一方、1 世帯当たりの人口は漸減傾向を示していることから、核家

族化の進行や単身世帯の増加が考えられます。 

 

表 2.2-1 人口及び世帯数の推移 

項 目 
年度 

単位 

H27 

2015 

H28 

2016 

H29 

2017 

H30 

2018 

R1 

2019 

R2 

2020 

R3 

2021 

R4 

2022 

R5 

2023 

R6 

2024 

人口 人 62,147 62,390 63,251 63,704 64,519 65,075 65,415 65,777 66,041 65,980 

世帯数 世帯 25,689 26,038 26,716 27,136 27,826 28,389 28,799 29,276 29,697 30,040 

1 世帯当たり 

の人口 
人/世帯 2.42 2.40 2.37 2.35 2.32 2.29 2.27 2.25 2.22 2.20 

資料：袖ケ浦市住民基本台帳（３月 31 日時点、外国人登録を含む） 

 

 

図 2.2-1 人口及び世帯数の推移 
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10 年前と比較した本市の年齢別人口を表 2.2-2 及び図 2.2-2 に示します。 

65 歳以上の老年人口が 2,990 人増加して 17,894 人となっており、高齢化が進

行しています。 

表 2.2-2 年齢別人口の推移 

年 度 

年 齢 

H26 

2014 

R6 

2024 

年 度 

年 齢 

H26 

2014 

R6 

2024 

（歳） （人） （人） （歳） （人） （人） 

0 ～ 4 2,622 2,676 50 ～ 54 3,512 5,221 

5 ～ 9 2,792 3,249 55 ～ 59 3,757 4,133 

10 ～ 14 2,994 3,037 60 ～ 64 4,846 3,524 

15 ～ 19 3,036 2,882 65 ～ 69 4,943 3,631 

20 ～ 24 2,976 2,912 70 ～ 74 3,898 4,451 

25 ～ 29 3,317 3,109 75 ～ 79 2,515 4,317 

30 ～ 34 3,754 3,865 80 ～ 84 1,830 3,022 

35 ～ 39 4,328 4,310 85 ～ 89 1,083 1,527 

40 ～ 44 5,008 4,473 90 ～ 94 481 730 

45 ～ 49 4,081 4,695 95 ～   154 216 

合 計 61,927 65,980 

資料：袖ケ浦市住民基本台帳（３月 31 日時点、外国人登録を含む） 

 

 

図 2.2-2 年齢別人口の推移  
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② 人口動態 

本市の自然動態の推移を表 2.2-3 に、社会動態の推移を表 2.2-4 にそれぞれ示し

ます。 

自然増減では、いずれの年度においても、死亡数が出生数を上回っており、その減

少の程度は年々大きくなっています。一方の社会増減では、いずれの年度においても、

転入数が転出数を上回っていますが、その増加の程度は年々少なくなっています。 

 

表 2.2-3 自然動態の推移 

項 目 

 年 度 

出生 死亡 自然増減 

総数 男 女 総数 男 女 総数 男 女 

H27 

2015 
501 255 246 591 323 268 ▲90 ▲68 ▲22 

H28 

2016 
510 269 241 571 292 279 ▲61 ▲23 ▲38 

H29 

2017 
520 267 253 574 295 279 ▲54 ▲28 ▲26 

H30 

2018 
540 280 260 614 311 303 ▲74 ▲31 ▲43 

R1 

2019 
474 230 244 625 340 285 ▲151 ▲110 ▲41 

R2 

2020 
543 265 278 615 325 290 ▲72 ▲60 ▲12 

R3 

2021 
488 251 237 663 350 313 ▲175 ▲99 ▲76 

R4 

2022 
521 265 256 729 395 334 ▲208 ▲130 ▲78 

R5 

2023 
467 234 233 703 362 341 ▲236 ▲128 ▲108 

R6 

2024 
476 243 233 781 431 350 ▲305 ▲188 ▲117 

合 計 5,040 2,559 2,481 6,466 3,424 3,042 ▲1,426 ▲865 ▲561 

資料：袖ケ浦市住民基本台帳 

 

  

（単位：人） 
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表 2.2-4 社会動態の推移 

項 目 

年 度 

転入 転出 社会増減 

総数 男 女 総数 男 女 総数 男 女 

H27 

2015 
2,469 1,303 1,166 2,159 1,197 962 310 106 204 

H28 

2016 
2,419 1,311 1,108 2,115 1,142 973 304 169 135 

H29 

2017 
3,030 1,628 1,402 2,115 1,145 970 915 483 432 

H30 

2018 
2,894 1,593 1,301 2,367 1,292 1,075 527 301 226 

R1 

2019 
3,167 1,780 1,387 2,201 1,192 1,009 966 588 378 

R2 

2020 
2,916 1,648 1,268 2,288 1,279 1,009 628 369 259 

R3 

2021 
2,805 1,564 1,241 2,290 1,301 989 515 263 252 

R4 

2022 
3,009 1,708 1,301 2,439 1,382 1,057 570 326 244 

R5 

2023 
2,915 1,670 1,245 2,415 1,334 1,081 500 336 164 

R6 

2024 
2,792 1,565 1,227 2,548 1,458 1,090 244 107 137 

合 計 28,416 15,770 12,646 22,937 12,722 10,215 5,479 3,048 2,431 

資料：袖ケ浦市住民基本台帳 

 

 

  

（単位：人） 
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（2） 土地利用 

令和６年（2024 年）における地目別土地面積及び構成比を表 2.2-5 及び図 

2.2-3 にそれぞれ示します。 

土地利用は宅地の 22.1％が最も多く、次いで田の 18.1％、山林の 15.0％となっ

ています。 

 

表 2.2-5 令和６年（2024 年）における地目別土地面積及び構成比 

項 目 
区 分 

単 位 
総数 田 畑 宅地 池沼 

面積 千㎡ 94,819 17,119 11,426 20,922 122 

構成比 ％ 100.0 18.1 12.1 22.1 0.1 

項 目 
区 分 

単 位 
山林 牧場 原野 雑種地 その他 

面積 千㎡ 14,197 24 703 9,271 21,035 

構成比 ％ 15.0 0.0 0.7 9.8 22.2 

資料：千葉県統計年鑑 

 

 

図 2.2-3 令和６年（2024 年）における地目別土地面積構成比 
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（3） 産業の動向 

事業所数及び従業者数の推移を表 2.2-6 に、令和３年（2021 年）における産業

別従業者数割合を図 2.2-4 にそれぞれ示します。事業所数及び従業者数ともに第三

次産業の割合が最も多くなっています。なかでも「卸売業、小売業」や「医療、福祉」

の割合が多くなっており、本市における主要な産業といえます。 

 

表 2.2-6 事業所数及び従業者数の推移 

産 業 

区 分 
業 種 

H24 

2012 

H28 

2016 

R3 

2021 

事業所数 従業者数 事業所数 従業者数 事業所数 従業者数 

（ケ所） （人） （ケ所） （人） （ケ所） （人） 

第一次 

産 業  
農林漁業 17 190 15 206 19 282 

第二次 

産 業  

鉱業 1 6 1 12 1 12 

建設業 324 2,860 303 2,521 320 2,580 

製造業 146 4,979 147 6,246 147 6,605 

小 計 471 7,845 451 8,779 468 9,197 

第三次 

産 業  

電気・ガス・ 

熱供給・水道業 
5 332 6 380 10 365 

情報通信業 10 43 6 20 8 32 

運輸業、郵便業 100 2,074 115 2,243 122 2,088 

卸売業、小売業 367 3,068 348 3,066 341 2,979 

金融業、保険業 23 221 23 245 21 219 

不動産業、 

物品賃貸業 
106 275 94 280 111 301 

学術研究、 

専門・技術サービス業 
71 2,208 77 2,000 97 2,482 

宿泊業、飲食サービス業 244 1,705 227 1,647 195 1,483 

生活関連サービス業、 

娯楽業 
186 1,087 166 1,110 156 1,223 

教育、学習支援業 37 346 41 211 44 257 

医療、福祉 165 2,827 198 3,497 193 3,719 

複合サービス事業 8 64 9 201 9 193 

サービス業 148 1,199 136 1,138 158 1,426 

小 計 1,470 15,449 1,446 16,038 1,465 16,767 

合 計 1,958 23,484 1,912 25,023 1,952 26,246 

資料：総務省 経済センサス 

注１）事業内容不詳の事業所は含みません。 

注２）「国、地方公共団体の事業所」「農業、林業に属する個人経営の事業所」「漁業に属する個人経営の事業

所」「生活関連サービス業、娯楽業のうち、家事サービス業に属する事業所」「サービス業のうち、外国公

務に属する事業所」は含みません。 
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図 2.2-4 令和３年（2021 年）における産業別従業者数割合 
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第 3 章 ごみ処理基本計画 

 1 .  ごみ処理の現状 

（1） ごみの処理形態 

① 一般廃棄物の処理フロー 

本市において発生した一般廃棄物は、図 3.1-1 に示す流れのとおりに、収集運搬・

中間処理・最終処分しています。 

ごみステーションから収集したごみ（収集ごみ）、事業者が許可業者に委託したごみ、

市民 ・事業者が自ら搬入したごみ（直接搬入ごみ）及び自治会回収で回収したビン・ペ

ットボトルは、袖ケ浦クリーンセンター内の施設において積替え又は選別しています。

選別後、資源化が可能なものについては、再資源化業者に引き渡し、適正に資源化し

ています。また、自治会回収及び団体回収において回収した資源物も、同様に資源化

しています。一方、資源化が困難なものについては、かずさクリーンシステム（以下

「ＫＣＳ」という。）において溶融処理しています。溶融処理後、溶融スラグ及びメタ

ルについては、資源物として再利用しています。溶融飛灰については、民間最終処分

場に運搬し、適正に埋立処分しています。 

し尿・浄化槽汚泥は、袖ケ浦クリーンセンター内の積替え施設において前処理・積

替えたのち、沈砂等は埋立、し尿汚泥は KCS において溶融処理、希釈処理水は袖ケ浦

終末処理場において下水とともに処理しています。 

 

 

図 3.1-1 一般廃棄物の処理フロー（令和６年度（2024 年度）現在） 
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② 本市におけるごみの分類 

本市におけるごみの分類（分別収集区分）は、表 3.1-1 に示すとおりです。また、

市で処理できない家庭ごみの種類及び処分方法を表 3.1-2 に示します。 

 

表 3.1-1 令和６年度（2024 年度）におけるごみの分類（分別収集区分） 

分別区分 主なごみの種類 

（１） 家庭系一般廃棄物 

 

燃せるごみ 紙くず、繊維類、プラスチック類、ビニール類、ゴム類、皮革類、 

台所ごみ、草葉類、光学ディスク、内側がアルミの紙パック など 

 

 

 

燃せないごみ 金属類、せともの・陶器類、刃物類、 

ガラス・鏡類、指定袋に入る電気機器 など 

 

 

有害ごみ エアゾール缶（スプレー缶）、カセットボンベ、ライター、 

水銀を使用しているもの（温度計・体温計・血圧計など）、 

乾電池類（アルカリ乾電池・マンガン乾電池・リチウム電池・ 

コイン型リチウム電池）、蛍光灯・蛍光管・電球・豆電球・ 

グローランプ、磁気テープ類（カセットテープ・ビデオテープなど） 

 

 

資
源
物 

ガラスびん・ 

空き缶類 

飲み物・食品・調味料・飲み薬が入っていたガラスびん 

飲み物・食料・食品・ペットフードが入っていた空き缶 

 

 

 

 

ＰＥＴボトル 飲料・調味料が入っていた 

ＰＥＴボトル 

 

 

古布類 古着・古布 
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資
源
物 

古紙 新聞紙、雑誌、段ボール、 

紙パック、雑がみ（ミックスペーパー） 

 

 

 

使用済 

小型家電 

携帯電話端末・ＰＨＳ端末、パソコン（モニター含む）、 

電話機・ファクシミリ、ラジオ、デジタルカメラ・ビデオカメラ・

フィルムカメラ、映像用機器、音響機器、補助記憶装置、電子書籍

端末、電子辞書・電卓、理容用機器、ゲーム機、カー用品、これら

の付属品 

 

 

 

粗大ごみ 家具類、寝具・敷物類、 

生活用品類、電気製品類、 

趣味・遊具類、長尺類 

 

（２） 事業系一般廃棄物 

 事業系一般廃棄物 事業活動に伴い発生する一般廃棄物で、市がやむを得ない事情が

あると認め、かつ、処分が可能な範囲。  資源物 

（３） 動物の死体 

 動物の死体 犬、猫等の死体 

（４） 市長が認めた産業廃棄物 

 
農業用ビニール 

（マルチ） 

農業用ビニール（マルチ） 
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表 3.1-2 市で処理できない家庭ごみの種類と処分の方法 

分 類 品 目 名 処分の方法 

（１） 指定のリサイクル方法により処分するごみ 

  家電リサイクル対象品 エアコン、テレビ（ブラ

ウン管・液晶・プラズマ）、

冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・

衣類乾燥機 

家電小売店に依頼する 

 →リサイクル料金及び収集運搬 

  料金が必要 

自ら指定引取場所に持ち込む 

 →予め郵便局でリサイクル料金 

  を振り込んでから持ち込む 

 自動車 

（部品を含む） 

自動車（部品を含む） 新車・中古車販売店、整備業者、解

体業者などの登録引取業者に引き

渡す 

 オートバイ 

（部品を含む） 

オートバイ 

（部品を含む） 

廃棄二輪車取扱店又は指定引取場

所に引き渡す 

 消火器 消火器 中身はそのままで、（株）消火器リサ

イクル推進センターに問合せ 

 小型充電式電池注） ニカド電池、ニッケル水

素電池、リチウムイオン

電池 

機器から取り外して、リサイクルマ

ークを確認後、金属端子部を絶縁し

てリサイクル協力店に引き渡す 

 ボタン電池 酸化銀電池、空気電池、

アルカリボタン電池 

機器から取り外して、セロハンテー

プで絶縁後、回収協力店に設置され

たボタン電池回収缶に入れる 

（２） 有害・有毒性のごみ、危険性のあるごみ 

 薬品など 有毒性のある薬品及びそ

の容器、殺虫剤・農薬 

購入店・メーカーに問合せ 

 在宅医療用器具 在宅医療用の注射器・注

射針 

処方された薬局に問合せ 

 引火の危険性が 

あるもの 

ガソリン・軽油・灯油・混

合オイル 

ガソリンスタンドに問合せ 

 ガスボンベ ＬＰガス販売店に問合せ 

 ※カセットボンベは有害ごみ 

 花火・固形燃料・着火剤・

発煙筒 

未使用品は処理不可 
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（３） 市の施設で処理できないごみ 

 液体状のもの ペンキなど 購入店、メーカー、処理業者に問合

せ又は布などに染み込ませて「燃せ

るごみ」として排出 

 木の根・大型の木の幹 木の根、太さ 15cm 又は

長さ 2m を超える木の幹 

造園業者等に問合せ 

 大型・堅牢な 

金属類・機械類 

耐火金庫、ワイヤーロー

プ、鉄アレイ・バーベル、

ボーリング球、ドラム缶、

エンジン式の機械類、電

動車いす、電動カート、

大型の物置、井戸用ポン

プ など 

購入店、メーカー、処理業者に問合

せ 

 粉状のもの 石灰など 購入店、メーカー、処理業者に問合

せ又は水で固めて「燃せるごみ」と

して排出 

 石・砂・ 

コンクリートなど 

土、砂、石、砂利、漬物石、

瓦、レンガ、セメント・コ

ンクリート製品、鉱物性

のペットトイレ用の砂 

購入店、メーカー、処理業者に問合

せ 

 その他 ＦＲＰ、カーボン製品（サ

ーフボード等）、ピアノ 

購入店、メーカー、処理業者に問合

せ 

注）令和７年（2025 年）10 月から昭和交流センターを除く各交流センターと市役所本庁舎において、小型充電

式電池の拠点回収を開始しました。 

 

  



30 

（2） 収集運搬 

① ごみの排出方法 

本市におけるごみの排出方法を表 3.1-3 に示します。また、指定ごみ袋及び粗大ご

みの手数料の状況を表 3.1-4 に示します。 

 

表 3.1-3 令和６年度（2024 年度）におけるごみの排出方法 

分別区分 排出容器等の指定 収集頻度 収集場所 外 

（１） 家庭系一般廃棄物 

 燃せるごみ 指定ごみ袋 ３回/週 ごみステーション 

 燃せないごみ 指定ごみ袋 １回/週 ごみステーション 

 有害ごみ 透明又は半透明の袋 １回/月 ごみステーション 

 

資
源
物 

ガラスびん・ 

空き缶類 

透明又は半透明の袋 １回/週 ごみステーション 

 ＰＥＴボトル 透明又は半透明の袋 １回/週 ごみステーション 

 
古布類 ひもで縛る又は 

透明、半透明の袋 

１回/週 ごみステーション 

 古紙 ひもで縛る １回/週 ごみステーション 

 
使用済 

小型家電 

指定ごみ袋（燃せないご

み） 

１回/週 ごみステーション 

 － 随時 自己搬入 

 － 随時 拠点回収 

 粗大ごみ 粗大ごみ処理券 都度 戸別収集 

 手数料 都度 自己搬入 

（２） 事業系一般廃棄物 

 事業系一般廃棄物 － 随時 自己搬入又は許可業者 

 資源物 － 随時 自己搬入又は許可業者 

（３） 動物の死体 

 動物の死体 布、ビニール袋等 随時 自己搬入又は許可業者 

（４） 市長が認めた産業廃棄物 

 
農業用ビニール 

（マルチ） 
－ 

随時 自己搬入 

（５） その他 

 

引越しや大掃除な

どにより一時的に

出る多量のごみ 

指定ごみ袋 

手数料 （粗大ごみの場合） 

随時 自己搬入又は許可業者 
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表 3.1-4 令和６年度（2024 年度）における指定ごみ袋及び粗大ごみの手数料の状況 

区 分 手数料 

燃せるごみ 

20 リットル 11 円/枚 

30 リットル 13 円/枚 

40 リットル 16 円/枚 

燃せないごみ 

20 リットル 11 円/枚 

30 リットル 13 円/枚 

40 リットル 16 円/枚 

粗大ごみ 

自己搬入 手数料 10kg 当たり 100 円 

戸別収集 
500 円、1,000 円/１点 

粗大ごみ処理券を購入 

 

② 収集運搬の方法 

【家庭系一般廃棄物（ごみステーション）】 

ごみステーションに排出された家庭系一般廃棄物は、市が委託した収集運搬業者に

よって収集され、袖ケ浦クリーンセンターに搬入されます。 

 

【家庭系一般廃棄物（資源回収自治会事業）】 

資源回収自治会事業を実施している地区については、資源物を資源回収自治会事業

において定めた集積場所に排出することとしています。市が委託した収集運搬業者に

よって収集され、ガラスびん及びＰＥＴボトルについては袖ケ浦クリーンセンターに

搬入、それ以外は再資源化業者に直接引き渡されます。 

 

【事業系一般廃棄物】 

事業活動に伴い発生する一般廃棄物は自己処理を原則としていますが、市がやむを

得ない事情があると認め、かつ、処分が可能な範囲内において、自己搬入又は一般廃

棄物収集運搬許可業者による収集運搬により、袖ケ浦クリーンセンターに搬入するも

のとします。 

 

③ 一般廃棄物収集運搬許可業者の現状と許可の方針 

本市における一般廃棄物収集運搬許可業者は、令和７年（2025 年）３月 31 日現

在、７社となっています。ごみ排出量の将来見通しを踏まえると、既存の許可業者に

より適正な収集運搬が確保されていることから、現在は新規の収集運搬業は許可して

いません。 

ただし、一般廃棄物の広域的な処理、リサイクルの促進、ごみの減量化の観点から

必要と認められる場合は、この限りではありません。 

 

  



32 

（3） 中間処理 

① 中間処理の方法 

本市におけるごみ種ごとの中間処理の方法を図 3.1-2 に示します。 

 

図 3.1-2 ごみ種ごとの中間処理の方法（令和６年度（2024 年度）現在） 

資料：袖ケ浦市ごみと資源物ガイドブック 
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② 中間処理施設の概要 

袖ケ浦クリーンセンター内の施設 

袖ケ浦クリーンセンター内の中間処理施設の概要を表 3.1-5及び表 3.1-6に示し

ます。 

 

表 3.1-5 袖ケ浦クリーンセンター ごみ処理施設の概要 

施設名 袖ケ浦クリーンセンター ごみ処理施設 

所在地 袖ケ浦市長浦 580-5 

処理方式 流動床・全連続燃焼式 

処理能力 120 t/日 

稼働年月日等 

平成元年（1 9 8 9年）４月１日 稼働 

平成 18 年（2 0 0 6年）３月末 焼却処理を休止 

    現在は中継施設として利用 

管理主体 市（委託） 

 

表 3.1-6 袖ケ浦クリーンセンター 粗大ごみ処理施設の概要 

施設名 袖ケ浦クリーンセンター 粗大ごみ処理施設 

所在地 袖ケ浦市長浦 580-249 

処理方式・内容 
二軸剪断式破砕機・回転式破砕機による破砕、磁選機等による分別、 

手選別ラインによる分別 

処理能力 16 t/日（うち資源物 7.5 t/日、粗大ごみ等 8.5 t/日） 

稼働年月日 平成元年（1 9 8 9年）４月１日 

管理主体 市（委託） 

 

ＫＣＳ 

ＫＣＳの概要を表 3.1-7 に示します。 

 

表 3.1-7 ＫＣＳの概要 

施設名 かずさクリーンシステム 

所在地 木更津市新港 17-2 

処理方式 シャフト炉式ガス化溶融・全連続燃焼式 

処理能力 
450 t/日 第１工場 100 t/日×２炉 

    第２工場 125 t/日×２炉 

稼働年月日等 

第１工場 平成 14 年（2 0 0 2年）４月１日 稼働 

第２工場 平成 18 年（2 0 0 6年）４月１日 稼働 

令和９年（2 0 2 7年）３月末 操業終了予定 

管理主体 ＫＣＳ 
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上総安房クリーンシステム 

令和９年（2027 年）４月１日に稼働予定の上総安房クリーンシステム（以下「Ｋ

ＡＣＳ」という。）の概要を表 3.1-8 に示します。 

 

表 3.1-8 ＫＡＣＳの概要 

施設名 上総安房クリーンシステム 

所在地 富津市新富 21-３ 

処理方式 シャフト炉式ガス化溶融方式 

処理能力 486 t/日 162 t/日×３炉 

稼働年月日等 令和９年（2 0 2 7年）４月１日 稼働予定 

管理主体 ＫＡＣＳ 

 

 

（4） 最終処分 

① 最終処分の方法 

燃せるごみ等をＫＣＳで溶融処理することで発生する溶融飛灰について、本市分は

民間最終処分場にて埋立処分しています。 

市が保有する最終処分場は、浸出液や発生ガスを適正に処理するなど、周辺環境に

配慮して適正に維持管理しています。 

 

② 市が保有する最終処分場の概要 

市が保有する最終処分場の概要を表 3.1-9 及び表 3.1-10 に示します。 
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表 3.1-9 袖ケ浦クリーンセンター 一般廃棄物最終処分場の概要 

施設名 袖ケ浦クリーンセンター 一般廃棄物最終処分場 

所在地 袖ケ浦市長浦 580-250 

埋立方法 サンドイッチ方式による準好気性埋立 

敷地面積 12,288 ㎡ 

埋立地面積 6,010 ㎡ 

埋立容量 22,500 ㎥ 

埋立残余容量 18.6 ㎥  令和７年（2025 年）１月測定 

埋立開始年月 平成元年（1989 年）４月 

埋立終了年月 未定 

埋立対象廃棄物 
不燃ごみ、資源ごみ、焼却残渣（燃え殻） 

 現在はし尿処理に伴う沈砂のみ埋立 

浸出液の処理方法 浸出液処理施設にて生物処理＋物理化学処理（高度処理） 

処理水の放流先 東京湾 

管理主体 市（委託） 

 

表 3.1-10 久保田最終処分場の概要 

施設名 久保田最終処分場 

所在地 袖ケ浦市久保田 1489 

埋立方法 サンドイッチ埋立工法 

敷地面積 13,908 ㎡ 

埋立地面積 7,809 ㎡ 

埋立容量 38,400 ㎥ 

埋立残余容量 － 

埋立開始年月 昭和4 6年（1 9 7 1年）７月 

埋立終了年月 
平成1 0年（1 9 9 8年）１月 埋立処分終了 

平成1 5年（2 0 0 3年）３月 埋立処分終了報告 

閉鎖年月 平成3 1年（2 0 1 9年）３月 

埋立対象廃棄物 可燃ごみ、不燃ごみ、破砕ごみ、焼却残渣（燃え殻） 

浸出液の処理方法 浸出液処理設備による処理 

処理水の放流先 久保田川～東京湾 

管理主体 市（委託） 
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（5） 本市のごみ処理行政における主なできごと 

本市のごみ処理行政における主なできごとを表 3.1-11 に示します。 

表 3.1-11 本市のごみ処理行政における主なできごと 

年 度 内 容 

昭和4 6年度（1 9 7 1年度） 久保田最終処分場 埋立開始 

昭和6 1年度（1 9 8 6年度） 資源回収活動推進助成制度 開始 

平成元年度（1 9 8 9年度） 

袖ケ浦クリーンセンターごみ処理施設 稼働 

袖ケ浦クリーンセンター粗大ごみ処理施設 稼働 

袖ケ浦クリーンセンター一般廃棄物最終処分場 埋立開始 

平成３年度（1 9 9 1年度） 
生ごみ肥料化容器等購入設置助成制度 開始 

合併処理浄化槽設置事業補助制度 開始 

平成４年度（1 9 9 2年度） 
袖ケ浦クリーンセンターし尿処理施設 稼働 

生活排水処理施設設置事業補助制度 開始 

平成５年度（1 9 9 3年度） 資源回収自治会事業 開始 

平成７年度（1 9 9 5年度） ごみ減量化・資源化協力店制度 開始 

平成９年度（1 9 9 7年度） 久保田最終処分場 埋立処分終了 

平成1 3年度（2 0 0 1年度） ごみ指定袋制度 開始 

平成1 4年度（2 0 0 2年度） 袖ケ浦クリーンセンターし尿等積み替え施設 稼働 

平成1 7年度（2 0 0 5年度） 
袖ケ浦クリーンセンターごみ処理施設 焼却処理休止 

以降、現在まで中継施設として利用 

平成1 8年度（2 0 0 6年度） ＫＣＳにおける燃せるごみの溶融処理 開始 

平成1 9年度（2 0 0 7年度） 剪定枝粉砕機の貸出し 開始 

平成2 5年度（2 0 1 3年度） 
粗大ごみ有料化制度 開始 

「ごみと資源物の正しい分け方・出し方ガイドブック」 作成 

平成2 6年度（2 0 1 4年度） 使用済小型家電リサイクル 開始 

平成3 0年度（2 0 1 8年度） 

袖ケ浦クリーンセンター 資源物等の一時保管施設の整備 

枝草類の資源化事業 開始 

久保田最終処分場 閉鎖 

令和３年度（2 0 2 1年度） 
広報そでがうらごみ減量特集号 発行開始 

子ども服のリユース企画「ガウラの古着屋さん」 開始 

令和４年度（2 0 2 2年度） フードドライブ 実施 

令和７年度（2 0 2 5年度） 小型充電式電池の拠点回収 開始 
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 2 .  ごみ処理の実績 

（1） ごみ量 

① ごみ総排出量及び１人１日当たりのごみ総排出量 

過去５年間のごみ総排出量及び１人１日当たりのごみ総排出量の推移を図 3.2-1

に示します。ごみ総排出量は、全体的に減少傾向を示しています。 

 

図 3.2-1 ごみ総排出量及び１人１日当たりのごみ総排出量の推移 

 

② 形態別排出量 

過去５年間の形態別排出量の推移を図 3.2-2 に示します。家庭系ごみは、事業系ご

みの３倍程度多く排出されていますが、減少傾向を示しています。一方、事業系ごみ

及び団体回収は、ほぼ横ばいで推移しています。 

 

図 3.2-2 形態別排出量の推移 
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③ ごみ種別排出量 

ごみ種別排出量の推移を図 3.2-3に示します。粗大ごみ以外のごみ種については、

全体的に減少傾向を示しています。粗大ごみについては、増減を繰り返しながら推移

しています。また、本市におけるごみの約 80％を燃せるごみが占めています。 

 

図 3.2-3 ごみ種別排出量の推移 

注）「燃せないごみ及び資源物」に含まれる資源物は、資源回収自治会事業及び団体回収以外の方法で収集

した資源物であり、ごみステーションから収集した資源物を指します。 

 

④ 家庭系ごみ種別排出量及び１人１日当たりの家庭系ごみ排出量の推移 

家庭系ごみ種別排出量及び１人１日当たりの家庭系ごみ排出量の推移を図 3.2-4

に示します。粗大ごみ以外のごみ種については、全体的に減少傾向を示しています。

粗大ごみについては、増減を繰り返しながら推移しています。 

 

図 3.2-4 家庭系ごみ種別排出量及び１人１日当たりの家庭系ごみ排出量の推移 
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⑤ １人１日当たりの家庭系ごみ（資源物を除く）排出量の推移 

1 人 1 日当たりの家庭系ごみ（資源物を除く）排出量の推移を図 3.2-5 に示しま

す。令和２年度（2020 年度）以降、減少傾向を示しています。 

 

 

図 3.2-5 １人１日当たりの家庭系ごみ（資源物を除く）排出量の推移 

 

⑥ 事業系ごみ種別排出量及び１人１日当たりの事業系ごみ排出量の推移 

事業系ごみ種別排出量及び１人１日当たりの事業系ごみ排出量の推移を図 3.2-6

に示します。令和３年度（2021 年度）以降、全体的に減少傾向を示しています。 

 

図 3.2-6 事業系ごみ種別排出量及び１人１日当たりの事業系ごみ排出量の推移 
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⑦ 資源回収量 

資源回収自治会事業及び団体回収における資源回収量の推移を図 3.2-7 に、回収

した資源物の内訳を図 3.2-8 にそれぞれ示します。自治会回収が団体回収の 2 倍以

上の回収量を占めていますが、令和３年度（2021 年度）以降減少傾向を示していま

す。一方の団体回収についても、令和４年度 （2022 年度）以降減少傾向を示してい

ます。また、資源物として最も多く回収されているのは古紙、次に多く回収されてい

るのはガラスびんですが、いずれについても全体的に減少傾向を示しています。 

 

 

図 3.2-7 資源回収自治会事業及び団体回収における資源回収量の推移 

 

 

図 3.2-8 資源回収自治会事業及び団体回収における資源物の内訳 
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⑧ ＫＣＳにおける中間処理の実績 

ＫＣＳにおける中間処理量 （本市からの搬入量）の推移を図 3.2-9 に、溶融残渣の

内訳を図 3.2-10 にそれぞれ示します。ＫＣＳに中間処理を委託している可燃物等の

量は、令和３年度（2021 年度）以降減少傾向を示しています。溶融残渣については、

溶融飛灰がほぼ横ばいとなっている一方、溶融スラグ及び溶融メタルが全体的に減少

傾向を示しています。 

 

 

図 3.2-9 ＫＣＳにおける中間処理量（本市からの搬入量）の推移 

 

 

図 3.2-10 溶融残渣の内訳 
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⑨ 各施設等における資源化量及びリサイクル率 

各施設等における資源化量及びリサイクル率の推移を図 3.2-11 に示します。資源

化量については、全体的に減少傾向を示しています。また、リサイクル率については、

令和４年度（2022 年度）以降、ほぼ横ばいとなっています。 

 

図 3.2-11 各施設等における資源化量及びリサイクル率の推移 

 

⑩ 最終処分量及び最終処分率 

最終処分量及び最終処分率の推移を図 3.2-12 に示します。最終処分量、最終処分

率ともに増減を繰り返しながら推移しています。 

 

図 3.2-12 最終処分量及び最終処分率の推移 
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⑪ 過去５年間のごみ処理実績 

過去５年間のごみ処理実績を表 3.2-1 に示します。 

表 3.2-1 過去５年間のごみ処理実績 

項   目 
年度 

 単位 

R2 

2020 

R3 

2021 

R4 

2022 

R5 

2023 

R6 

2024 

年間日数 日 365 365 365 366 365 

人口 人 65,075 65,415 65,777 66,041 65,980 

ごみの排出量 t/年 20,307 19,931 19,507 18,787 18,640 

 燃せるごみ合計 t/年 17,488 17,303 16,968 16,370 16,202 

 燃せないごみ・粗大ごみ等合計 t/年 2,819 2,628 2,539 2,418 2,438 

 家庭系ごみ排出量 t/年 15,418 14,912 14,626 14,060 13,925 

  燃せるごみ t/年 12,773 12,451 12,233 11,772 11,608 

  燃せないごみ及び資源物 t/年 1,717 1,684 1,585 1,519 1,487 

  粗大ごみ t/年 928 777 808 770 830 

 事業系ごみ排出量 t/年 4,889 5,018 4,881 4,727 4,715 

  燃せるごみ t/年 4,715 4,851 4,736 4,598 4,594 

  その他 t/年 174 167 146 129 121 

 資源回収量 t/年 1,852 1,914 1,855 1,738 1,621 

  自治会回収 t/年 1,353 1,380 1,318 1,224 1,168 

  団体回収 t/年 499 534 537 514 453 

ごみの総排出量 t/年 22,158 21,845 21,362 20,526 20,261 

１人１日当たりのごみの排出量 g/人日 855 835 812 777 774 

 家庭系ごみ排出量 g/人日 649 625 609 582 578 

  燃せるごみ g/人日 538 521 510 487 482 

  燃せないごみ及び資源物 g/人日 72 71 66 63 62 

  粗大ごみ g/人日 39 33 34 32 34 

 家庭系ごみ排出量（資源物を除く）g/人日 586 560 546 516 513 

 事業系ごみ排出量 g/人日 206 210 203 196 196 

 １人１日当たりの資源回収量 g/人日 78 80 77 72 67 

  自治会回収 g/人日 57 58 55 51 49 

  団体回収 g/人日 21 22 22 21 19 

１人１日当たりのごみの総排出量 g/人日 933 915 890 849 841 

ＫＣＳ中間処理量 t/年 18,806 18,934 18,264 17,741 17,567 

 溶融残渣 t/年 3,323 2,849 2,580 2,590 2,649 

  溶融スラグ t/年 1,808 1,728 1,664 1,572 1,659 

  溶融メタル t/年 756 425 300 298 323 

  溶融飛灰 t/年 759 697 616 721 668 

資源化量 t/年 5,920 5,608 5,342 5,026 5,053 

 資源回収量（再掲） t/年 1,852 1,914 1,855 1,738 1,621 

 クリーンセンター資源化量 t/年 1,504 1,542 1,523 1,419 1,451 

 ＫＣＳ資源化量 t/年 2,564 2,152 1,964 1,869 1,981 

リサイクル率 ％ 26.7 25.7 25.0 24.5 24.9 

最終処分量 t/年 759 697 616 721 668 

最終処分率 ％ 3.4 3.2 2.9 3.5 3.3 
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（2） ごみの性状 

燃せるごみの組成の推移を図 3.2-13及び図 3.2-14に示します。湿ベースでは、

令和３年度（2021 年度）以降、厨芥類が最多を占めています。また、紙やビニール

も多く排出されています。 

 

図 3.2-13 燃せるごみの組成の推移（湿ベース）注） 

 

 

図 3.2-14 燃せるごみの組成の推移（乾ベース）注） 

 

注）令和２年度（2020 年度）及び令和３年度（2021 年度）の「紙」は紙と布の合算値を、「ビニール」は 

ビニールとゴム・皮の合算値をそれぞれ記載しています。  
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燃せるごみの三成分分析値の推移を図 3.2-15 に、低位発熱量の推移を図 3.2-16

にそれぞれ示します。三成分については、可燃分に対して灰分の割合がやや減少傾向

にあり、図 3.2-10 に示した溶融スラグ量の減少につながっているものと考えられま

す。低位発熱量については、令和５年度 （2023 年度）を除いて全体的に減少傾向を

示しています。 

 

図 3.2-15 燃せるごみの三成分の推移 

 

 

図 3.2-16 低位発熱量の推移 
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（3） ごみ処理経費 

ごみ処理経費の状況及び推移を表 3.2-2 及び図 3.2-17 に示します。ごみ処理経

費の合計と１t 当たりの処理経費は、令和３年度（2021 年度）以降、全体的に増加傾

向を示しています。一方、１人当たりの処理経費は、全体的に横ばいとなっています。

このほか、ごみ処理経費の約 70％がＫＣＳにおける中間処理費となっており、全体的

に増加傾向を示しています。 

 

表 3.2-2 ごみ処理経費の状況 

項 目 
年 度 

単 位 

R2 

2020 

R3 

2021 

R4 

2022 

R5 

2023 

R6 

2024 

人口 人 65,075 65,415 65,777 66,041 65,980 

ごみ総排出量 ｔ 22,158 21,845 21,362 20,526 20,261 

建設改良費 千円 106,700 55,528 30,140 31,240 24,651 

収集運搬費 千円 187,434 187,819 192,579 191,832 198,909 

中間処理費 

クリーン 

センター 
千円 17,878 15,974 14,215 17,472 19,793 

ＫＣＳ 千円 710,032 719,189 770,201 775,194 792,738 

最終処分費 千円 29,663 28,590 25,554 18,079 39,453 

その他 千円 2,001 396 372 252 588 

合 計 千円 1,053,708 1,007,496 1,033,061 1,034,069 1,076,132 

1 人当たりの処理経費 円/人 16,192 15,402 15,706 15,658 16,310 

1ｔ当たりの処理経費 円/ｔ 47,554 46,121 48,359 50,379 53,113 

資料：環境省 一般廃棄物処理実態調査（ただし、人口は当該年度末時点のものを記載しています。） 

 

図 3.2-17 ごみ処理経費の推移 
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 3 .  ごみ処理の評価 

（1） 類似市町村との比較 

社会環境が類似した市町村は、ごみ処理状況も類似していると考えられます。環境

省が公開している「市町村一般廃棄物処理システム評価支援ツール」を利用し、令和

５年度（2023 年度）の本市のごみ処理状況を、本市と類似した市町村と比較しまし

た。 

比較結果を表 3.3-1 及び図 3.3-1 に示します。結果は平均値を 100 とした指数

に基づく相対比較であり、本市は資源回収率と最終処分割合の指数が平均より高く、

それ以外の指数は平均と同程度かやや下回っている状況です。 

表 3.3-1 類似市町村との比較 

 

人口１人１日当たり 

ごみ総排出量 

廃棄物からの 

資源回収率 

(RDF・セメント 

原料化等除く) 

廃棄物のうち 

最終処分される割合 

人口１人当たり 

年間処理経費 

最終処分減量に 

要する費用 

g/人日 ％ ％ 円/人年 円/t 

本市の実績 851 24.5 2.0 15,208 48,970 

最大値 

（類似市町村） 
1,314 44.9 69.7 30,308 99,623 

最小値 

（類似市町村） 
612 5.1 0.0 7,380 22,493 

平均値 

（類似市町村） 
816 17.7 8.1 14,175 48,682 

本市の指数 95.7 138.4 175.3 92.7 99.4 

指数について 
指数が大きいほど 

排出量が少ない 

指数が大きいほど 

回収率が高い 

指数が大きいほど 

割合が低い 

指数が大きいほど 

経費が少ない 

指数が大きいほど 

費用対効果が高い 

 

 

図 3.3-1 類似市町村との比較 

注）類似市町村は、国の分類に基づき、人口規模や産業構造を指標としてツール上で抽出されたものです。 
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（2） 現計画の目標の達成状況及び評価 

① 目標値の達成状況 

現計画において設定した５つの数値目標について、令和６年度 （2024 年度）の実

績値と令和７年度 （2025 年度）の目標値とを比較しました。目標値の達成状況を表 

3.3-2 に示します。 

１人１日当たりのごみの排出量については、既に令和７年度 （2025 年度）目標値

を達成しているほか、他の数値指標についても 80％以上の達成率となっており、おお

むね良好な達成状況となっています。 

 

表 3.3-2 現計画において設定した数値目標の達成状況 

数値目標 単 位 

令和 6 年度 

（2024 年度） 

実績値 

令和 7 年度 

（2025 年度） 

目標値 

令和 13 年度 

（2031 年度） 

目標値 

評 価 

1 
1 人 1 日当たりの 

ごみの総排出量 
g/人日 841 850 以下 830 以下 ◎ 

2 

1 人 1 日当たりの 

家庭系ごみ 

（資源物を除く） 

排出量 

g/人日 513 488 以下 440 以下 ○ 

3 リサイクル率 ％ 24.9 27 以上 30 以上 ○ 

4 年間最終処分量 t 
969 注１） 

(668) 
613 以下 575 以下 ○ 

5 

リサイクルを 

実践している 

市民の割合注２） 

％ 75.0  90 以上 93 以上 ○ 

【評価基準】 ◎：令和７年度（2025 年度）目標値に対して 100％以上の達成率 

   ○：令和７年度（2025 年度）目標値に対して 80％以上 100％未満の達成率 

   ×：令和７年度（2025 年度）目標値に対して 80％未満の達成率 

注１）令和５年度（2023 年度）において、ＫＣＳから搬出されたばいじんのダイオキシン類濃度が埋立基準値

を超過したことから、最終処分場への搬出を停止し、ＫＣＳ内で一時保管をしていました。令和６年度

（2024 年度）に入って最終処分場への搬出が再開されたことから、令和６年度（2024 年度）の最終

処分量が増加したものです。令和６年度（2024 年度）最終処分量 969ｔのうち、令和５年度（2023

年度）発生分は 301t、令和６年度（2024 年度）発生分は 668t であることから、評価については

668t を用いて行いました。 

注２）令和３年度（2021 年度）までは「日ごろからリサイクルを実践していますか」という設問でしたが、令

和４年度（2022 年度）以降は「日ごろからリデュース、リユース、リサイクルの３Ｒを実践しています

か」に変更となりました。令和３年度（2021 年度）から令和４年度（2022 年度）にかけて「はい」

の回答割合が 6.3 ポイント減少しました（83.1％→76.8％）。 
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② 各項目の評価 

１人１日当たりのごみの総排出量 

令和６年度 （2024 年度）時点において、令和７年度 （2025 年度）目標値を下回

っており、達成できる見込みです。これは、主に家庭系ごみの総排出量が減少してい

るためです。ただし、資源回収量も減少していることから、今後も継続して減量化に

取り組んでいく必要があります。一方の事業系ごみについては、家庭系ごみと比較し

て低い水準の排出量ではありますが、全体的に横ばいの傾向となっており、今後も継

続して減量化に取り組んでいく必要があります。 

 

１人１日当たりの家庭系ごみ（資源物を除く）排出量 

令和６年度 （2024 年度）時点において、令和７年度 （2025 年度）目標値を上回

っており、達成するためにはさらなるごみの減量化が必要な状況です。資源物を除い

た家庭系ごみに該当するのは、燃せるごみ・燃せないごみ・粗大ごみであり、これらの

排出量を削減していく必要があります。特に、燃せるごみの減量化の推進が重要です。 

 

リサイクル率 

令和６年度（2024 年度）時点において、令和７年度（2025 年度）目標値を下回

っており、令和４年度（2022 年度）以降ほぼ横ばい傾向にあることから、達成は困

難な状況です。この要因としては、古紙及びガラスびんについて、材料の軽量化や流

通量の減少が進んだこと、さらにごみ質の変化によってＫＣＳにおける資源化量が減

少したことが挙げられます。排出されるごみの性質の変化の影響が大きいことから、

継続して資源化を推進しつつ、実態に即して目標値を見直す必要があります。 

 

年間最終処分量 

令和６年度（2024 年度）時点において、令和７年度（2025 年度）目標値を上回

っており、達成するためにはさらなる最終処分量の抑制が必要な状況です。燃せるご

みの減量化が進んでいる一方、埋立ての対象である溶融飛灰の量は増減を繰り返して

おり、リサイクル率と同様に排出されるごみの性質の変化の影響が大きいと考えられ

ます。全国的な最終処分場の容量ひっ迫は深刻な問題であり、燃せるごみの減量化の

推進が重要です。 

 

リサイクルを実践している市民の割合 

令和６年度（2024 年度）時点において、令和７年度（2025 年度）目標値を下回

っています。令和４年度 （2022 年度）における質問内容の変更の前後で減少傾向が

継続しており、達成は困難な状況です。３Ｒの実践について、さらに啓発に努める必

要があります。 
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（3） 現計画における取組の評価 

① ごみ排出抑制計画 

№ 取組内容 実施状況 評価 

1 

ごみ減量化・資源化教育、普及啓発の充実 【取組目標 3 回/年】 

ごみの減量やリサイクル意識を生

活習慣として定着させるには、幅広

い年齢層において一貫した環境学習

が必要です。学校や地域社会におい

て、ごみ処理施設の見学や職員出前

講座による啓発活動を行い、環境教

育に積極的に取り組みます。 

また、地域や事業者の自主的な取

り組みを促します。 

 

→実施主体：市、地域、事業者 

 

 

○職員出前講座の実施 
 R2 0 回 

 （コロナ禍のため） 

 R3 2 回 23 人 

 R4 2 回 223 人 

 R5 1 回 15 人 

 R6 3 回 51 人 

 

○施設見学の実施 

 R2 0 回 

 （コロナ禍のため） 

 R3 2 団体 93 人 

 R4 8 団体 436 人 

 R5 3 団体 267 人 

 R6 4 団体 239 人 

 

○広報紙やホームページ、ＳＮＳ

等による定期的な情報提供、啓

発 

広報そでがうら 

ごみ減量特集号の発行 

 R3 2 回（新規に実施） 

 R4 2 回 

 R5 2 回 

 R6 2 回 

 

○雑がみ回収ボックス及びイン

クカートリッジ回収ボックス

の設置 

○子ども服のリユース企画 「ガウ

ラの古着屋さん」の開催 
 R3 1 回（新規に実施） 

 R4 3 回 

 R5 3 回 

 R6 2 回 

 

○フードドライブの実施 

 R4 1 回 

 （市として新規に実施） 

 R5 1 回 

 R6 1 回 
 

 様々な手法で環境教

育・普及啓発活動に取り

組み、取組目標を達成す

ることができました。ま

た、子ども服のリユース

企画「ガウラの古着屋さ

ん」など複数の新たな取

組も実施しました。 

 ごみ減量化・資源化の

取組を進めるに当たっ

ては、環境教育によって

意識の醸成を図ること

が効果的であり、今後も

継続して実施する必要

があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



52 

2 

生ごみの排出抑制 【取組目標 20 件/年】 

家庭から排出される厨芥類（生ご

み）は、可燃ごみの約 35％を占め、

水分も多いことから、水切り等の家

庭でできる取り組みの情報提供・啓

発を図るとともに、生ごみの減量

化・再資源化を推進するため、生ご

み肥料化容器等の購入費用につい

て補助金制度を継続するとともに、

地域との協働による普及活動を推

進します。 

 

→実施主体：市、市民 

 

○生ごみ肥料化容器等購入設置

助成金の交付 
 R2 29 基 382,000 円 

 R3 71 基 717,400 円 

 R4 55 基 631,500 円 

 R5 57 基 722,900 円 

 R6 46 基 795,200 円 

 

○広報紙やホームページ、ＳＮＳ

等による定期的な情報提供、啓

発 
生ごみ肥料化容器や段ボール 

コンポスト等について 

広報そでがうら掲載回数 

 R2 1 回 

 R3 3 回（うち特集号 2 回） 

 R4 3 回（うち特集号 1 回） 

 R5 4 回（うち特集号 2 回） 

 R6 4 回 （うち特集号 2 回） 
 

 生ごみ肥料化容器等

購入設置助成制度を継

続して実施し、取組目標

を達成することができ

ました。また、各種媒体

を通じて生ごみの排出

抑制に関する情報を提

供しました。 

 家庭から排出される

ごみのうち、厨芥類は大

きな割合を占めており、

生ごみの排出抑制はご

みの減量化・資源化に効

果的であることから、今

後も継続して実施する

必要があります。 

3 

剪定枝の排出抑制 

剪定枝は自然に発生するもので

すが、処分量も少なくありません。

剪定枝の排出抑制を図るため、剪定

枝のチップ化や堆肥化等、自らでき

る取り組みの情報提供・啓発を図る

とともに、チップ化・堆肥化に必要

な剪定枝粉砕機の貸し出しを継続

します。 

 

→実施主体：市、市民、事業者 

 

○剪定枝粉砕機の貸出し 
 R2 59 回 2,748kg 

 R3 55 回 2,551kg 

 R4 49 回 1,676kg 

 R5 45 回 2,331kg 

 R6 34 回 2,116kg 

 

○広報紙やホームページ、SNS

等による定期的な情報提供、啓

発 
剪定枝について 

広報そでがうら掲載回数 

 R2 0 回 

 R3 3 回（うち特集号 1 回） 

 R4 1 回 

 R5 1 回 

 R6 0 回 
 

 剪定枝粉砕機の貸出

しを継続して実施し、剪

定枝のチップ化・堆肥化

を促進しました。また、

各種媒体を通じて剪定

枝の排出抑制に関する

情報を提供しました。 

 剪定枝は最も身近な

バイオマス資源の一つ

であり、ごみの減量化・

資源化に加えて、CO2

発生量の削減も見込め

ることから、今後も継続

して実施する必要があ

ります。 
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4 

家庭系ごみ処理手数料の見直し 

平成 13 年（2001 年）7 月にご

み指定袋制度を導入してから、ごみ

排出量は減少していたものの、1 人

1 日当たりごみ総排出量は、全国平

均を上回っていることから、一層の

ごみ排出抑制と分別収集の推進及

び再生利用を図る必要があり、ひと

つの手段として、経済的な動機を活

用した排出抑制効果が期待できる

ごみ処理手数料の見直しについて、

検討するものとします。 

ただし、ごみ処理手数料の見直し

については、市民説明会の開催等に

より住民の理解を求めるものとし

ます。 

 

→実施主体：市 

○令和 2 年度（2020 年度）、

廃棄物減量等推進審議会に

おいて審議・検討し、 「家庭系

ごみ処理手数料の見直しの

基本的な考え方」を策定。 

○令和 3 年度 （2021 年度）に

「家庭系ごみ処理手数料の

見直しの基本方針」を取りま

とめる予定としていたが、物

価上昇等の社会経済情勢や

市民生活への影響等を考慮

し、審議を行うことは難しい

と判断し、以降、審議は実施

していない。 

 

 家庭系ごみ処理手数料

の見直しについて検討を

進めました。 

 家庭系ごみ処理手数料

の見直し時期については、

社会経済情勢や市民生活

への影響等を考慮し慎重

に判断することとしてお

り、引き続き、検討を進め

る必要があります。 

 

5 

事業系ごみ処理手数料の見直し 

事業系一般廃棄物については、平

成 23 年度 （2001 年度）にごみ処

理手数料を 10kg当たり80円から

150 円に改定し、ごみ処理費用に対

する事業者の負担割合を 35％程度

としていますが、事業系一般廃棄物

の排出削減が進展していないこと

から、引き続き、排出量の削減とリ

サイクルについて啓発するととも

にごみ処理経費の適正な負担を目

的として、手数料の見直しを検討し

ます。 

 

→実施主体：市 

○減量化の効果や県内市町村

の状況等を調査 

 

 

 ごみ処理経費の負担の

適正化に向けて、県内市町

村の状況等について調査

を進めました。 

 事業系一般廃棄物の排

出状況等を踏まえて、引き

続き、検討を進める必要が

あります。 

 

6 

ごみ収集日の見直し 

本市では、可燃ごみを週 3 回、不

燃ごみ・資源物を週 1 回、有害ごみ

を月 1 回収集していますが、近隣市

や類似市と比較しても収集回数は

多くなっています。 

特に可燃ごみは、収集回数を減ら

すことで、ごみを減らそうという動

機付けとなり、指定袋の使用量も含

めて、ごみ減量化・資源化が期待で

きますが、利便性の低下やごみステ

ーションの容量不足等が懸念され

ることから、排出者である市民の意

見を踏まえて検討するものとしま

す。 

 

→実施主体：市 

○他市町村における実施状況

等の情報を収集 

 

 

 他市町村の実施状況等

について情報収集を実施

しました。 

 ごみ収集回数を最適化

することで、ごみ減量の動

機付けとなるほか、ごみ収

集車の稼働状況の最適化

による CO2削減が期待で

きる一方で、利便性の低下

といった懸念事項もある

ことから、引き続き、検討

を進める必要があります。 
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7 

一般廃棄物排出事業者への減量化・資源化指導の徹底 

事業系ごみの減量化・資源化対策

として、事業者に対して、ごみ排出

指導や再資源化のＰＲをより一層

徹底するとともに、大規模建築物を

所有又は占有する事業者について

は、引き続き減量化・資源化計画書

等の提出を求めます。 

 

→実施主体：市 

 

○収集運搬許可業者を通じて、

排出事業者へ「事業系ごみ適

正処理ガイド」を配布し、ご

みの減量化・資源化を依頼 

 

 排出事業者に対して適

正処理による減量化・資源

化を徹底するよう指導し

ました。 

 適正処理の啓発指導や

大量排出者に対する減量

化・資源化等計画書の提出

を求める取組は、他市町村

でも広く実施されている

効果的な取組であり、今後

も継続して実施する必要

があります。 

8 

ごみガイドブックの作成 

「袖ケ浦市ごみと資源物ガイド

ブック」について定期的に刊行し、

ごみ減量化・資源化の啓発とごみ分

別の周知を図ります。 

 

→実施主体：市 

 

 

○令和 2 年度（2020 年度）

にガイドブックを改訂 

○転入者や市民等へ紙面版を

配布 

○市ホームページにて web 版

を配信 

 

 

  「袖ケ浦市ごみと資源物

ガイドブック」を刊行・配

布・配信し、ごみの適正分

別の周知に努めました。 

  「袖ケ浦市ごみと資源物

ガイドブック」を配布・

web 配信することは、ご

みの適正分別に効果的で

あり、今後も継続して実施

する必要があります。 

9 

ごみ出しルール遵守の指導 

市街地や田園地域など地域特性

に応じて、地域との協働によりごみ

の排出抑制・分別排出に関する指導

を行い、不適正排出については、的

確に対応し、ごみ排出ルールの遵守

を推進します。また、市内に居住す

る外国人に対して、ごみの正しい分

別のみならず、排出抑制や再資源化

に協力してもらえるよう、外国語版

リーフレットの配布やホームペー

ジでの周知し、目や耳が不自由な方

に対して、引き続き、市内障がい者

団体への説明や、音読ボランティア

等を通じて、ごみ排出ルールの周知

を図ります。 

 

→実施主体：市、地域 

○広報紙やホームページ、SNS

等による定期的な情報提供、

啓発 

○音読ボランティアによるCD

配布、聴覚障がい者への

FAX による粗大ごみ受付の

実施 

○外国語版「家庭ごみの分け方

と出し方」の配布 

 多様性社会に対応でき

るよう、ごみ出しルールに

関する情報提供を様々な

手法で実施しました。 

 ごみ出しルールの遵守

に向け、今後も継続して実

施する必要があります。 
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10 

環境学習などによる啓発 【新規】 【取組目標 1 回/年】 

現在、海洋汚染プラスチックや廃

プラスチックが社会問題となって

いる中で、廃棄物問題に関する講習

会等を実施します。 

 

→実施主体：市 

 

○環境学習及び職員出前講座

の実施 

 R2 1 回 27 人 

 R3 0 回 

 （コロナ禍のため） 

 R4 1 回 16 人 

 R5 1 回 15 人 

 R6 2 回 46 人 

 

 

 新型コロナウイルス感

染症の感染拡大により、令

和３年度 （2021 年度）は

実施することができませ

んでしたが、それ以外の年

度は取組目標を達成しま

した。 

 新たな廃棄物問題を啓

発し、適正な廃棄物処理を

促す点で重要な取組であ

るため、今後も継続して実

施する必要があります。 

11 

食品ロス削減についての啓発 【新規】 

食品ロス削減の推進に関する法

律が施行されるなど、食品ロスの関

心が高まっていることなどから、市

民、事業者に対し、食品ロス削減方

法の取り組みや「3010 運動」の啓

発等を実施し、食品ロス削減を推進

していきます。 

 

→実施主体：市 

 

○広報紙やホームページ、SNS

等による定期的な情報提供、

啓発 
食品ロスについて 

広報そでがうら掲載回数 

 R2 1 回 

 R3 ３回（うち特集号 2 回） 

 R4 3 回（うち特集号 2 回） 

 R5 3 回（うち特集号 2 回） 

 R6 2 回（うち特集号 2 回） 

 

 

 

 各種媒体を通じて継続

的な情報提供を行い、食品

ロス削減を推進しました。 

 食品ロスの削減は、ごみ

の減量化だけでなく、最終

的には食品流通の無駄を

なくすことにもつながる

重要な取組であることか

ら、今後も継続して実施す

る必要があります。 

 今回、「袖ケ浦市食品ロ

ス削減推進計画」を策定す

ることから、施策体系を見

直します。 

12 

私にもできる、ごみ減量化・資源化のリーフレット作成 【新規】 

レジ袋の有料化が、法律で義務付

けられるなどプラスチックごみ減

量化の動きが加速する中で、家庭内

でできるごみ減量や資源化の取り

組みを掲載したリーフレットを作

成し、ごみ減量化・資源化の啓発等

を図ります。 

 

→実施主体：市 

 

○令和 6 年（2024 年）3 月

にリーフレットを作成 

○出前講座や施設見学時に配

布 

 

 

 

 

 令和６年（2024 年）

３月にリーフレットを作

成 ・配布し、ごみ減量化・

資源化の取組を促進しま

した。 

 適正な分別は、燃せるご

みの減量化と資源化の促

進を同時に実現するもの

であり、今後も継続して実

施する必要があります。 
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② ごみ分別排出計画 

№ 取組内容 実施状況 評価 

13 

住民団体による集団回収の促進 

家庭ごみの資源化において自治会

等の住民団体による集団回収は、大

きな役割を担っています。ごみを出

さないライフスタイルへの第一歩と

して資源回収へ積極的な参加を促し

ます。 

 

→実施主体：市、市民、地域 

 

○廃棄物減量等推進員注）を通

じた自治会回収の周知 

注）廃棄物処理法に基づき市

長が委嘱する「自治会と

市の橋渡し役」です。 

 

○自治会回収の回収量 
 R2 1,353t 

 R3 1,380t 

 R4 1,318t 

 R5 1,224t 

 R6 1,168t 

 

○団体回収の回収量 

 R2 499t 

 R3 534t 

 R4 537t 

 R5 514t 

 R6 453t 
 

 住民団体による集団回収

を継続して支援するととも

に、広報等を通じてその促

進に努めました。 

 資源回収自治会事業は、

本市における資源回収のあ

り方を特徴付ける独自のも

のであり、また、団体回収も

資源化の促進に重要な役割

を担うものであることか

ら、いずれも継続して実施

する必要があります。 
 

 

 

 

 

14 

小型家電リサイクルの推進 

使用済み小型電子機器等の再資

源化（小型家電リサイクル）を図る

ため、平成 26 年（2014 年）度か

ら小型家電の回収を開始しました。

引き続き、市民への周知徹底を図る

とともに、必要に応じて回収品目の

見直しを図ります。 

 

→実施主体：市 

 

○ピックアップ回収、持込回

収、イベント回収、ボック

ス回収注）の実施 

注）市役所、平川交流センタ

ー、長浦交流センター、

根形交流センター、平岡

交流センターにて実施 

 

○広報紙やホームページに

よる周知、啓発 

 

○使用済小型家電回収量 
 R2 41t 

 R3 42t 

 R4 36t 

 R5 30t 

 R6 32t 
 

 様々な形態で使用済小型

家電の回収を行い、リサイ

クルを推進しました。 

 小型家電のリサイクル

は、希少な金属を含んだ都

市鉱山を有効活用する重要

な取組であることから、今

後も継続して実施する必要

があります。 
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15 

容器包装プラスチックリサイクルの検討 

「容器包装リサイクル法」に基づ

く容器包装のうち、現在、未収集と

なっているプラスチック製容器包

装の分別収集については、国の動向

を注視しながら、引き続き、検討し

ます。 

 

→実施主体：市 

 

○プラスチック資源循環促

進法の内容の調査や他市

町村の実施状況等の情報

収集を行い、審議会等の意

見を踏まえ、取り組むべき

施策を検討 

○プラスチックリサイクル

の本格実施のための基礎

資料とするため、令和７年

度（2025 年度）にモデル

実証事業を実施すること

としました。 

 

 令和 4 年 （2022 年）4

月に施行されたプラスチッ

ク資源循環促進法を踏ま

え、プラスチックリサイク

ルの実証事業の実施に向け

て準備を進めました。 

 プラスチックリサイクル

は、海洋ごみや気候変動の

具体的な対策として位置付

けられる重要な取組である

ことから、実施に向けた取

組を継続する必要がありま

す。容器包装プラスチック

に加え、製品プラスチック

も含めて検討します。 

16 

生ごみリサイクルの検討 

生ごみは、水分量が多く、ごみと

して処理するには多くのエネルギ

ーを必要とします。このため、バイ

オマス資源としての利活用及び生

ごみの分別収集について、費用対効

果を勘案しながら検討します。 

 

→実施主体：市 

 

○他市町村のバイオマスの

取組について調査 

 

 

 他市町村のバイオマスに

関する取組について調査を

実施しました。 

 一部の市町村では、生ご

みをバイオマス資源と位置

付けて利活用しています。

再生可能エネルギーである

一方、残渣等の利用先確保

や処理コストといった課題

もあることから、本市のご

み中間処理計画との整合を

図りながら、引き続き、検討

する必要があります。 

17 

ごみカレンダーの配布 

広告主の協賛により寄贈されて

いるごみカレンダーについて、引き

続き、自治会・賃貸住宅管理会社の

協力を得て配布し、ごみ分別及び収

集日の周知を図ります。 

 

→実施主体：市、自治会 

○自治会や賃貸住宅管理会

社等を通じて配布 

○クリーンセンター、市役所

及び平川・長浦交流センタ

ーで配布 

○市ホームページにて web

版を配信 

 ごみカレンダーを作成・

配布し、ごみの分別と収集

日の周知に努めました。 

 ごみの適正な排出に効果

的な取組であり、今後も継

続する必要があります。 
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③ ごみ適正処理計画 

 ③－1 ごみ収集・運搬計画 

№ 取組内容 実施状況 評価 

18 

収集ルートの見直し 

家庭ごみの収集・運搬については、

適宜収集ルートを見直し、収集運搬

費用の抑制を図ります。 

 

→実施主体：市 

 

○収集運搬業者と新型コロナ

ウイルス感染症対策につい

て協議（令和２～３年度） 

○収集の確実な履行を目指し、

収集運搬業者と適宜協議 

 

 収集運搬業者と適宜協

議を実施しました。 

 収集ルートの最適化は、

収集運搬費用の抑制のほ

か、収集作業の効率化や安

全の確保にもつながる取

組であることから、今後も

継続して実施する必要が

あります。 

19 

高齢者等ごみ出し支援サービスの調査検討 

高齢化社会に対応した、高齢者・

障がい者へのごみ出しサービスに

ついて、調査検討します。 

 

→実施主体：市 

 

○他市町村の実施状況等につ

いて情報収集を実施 

 他市町村の実施状況等

について情報収集を実施

しました。 

 ごみ収集日や収集ルー

トの見直しにあわせて、引

き続き、検討する必要があ

ります。 

20 

ごみステーションの管理徹底 

本市では、家庭から出る可燃ごみ

等は、自治会加入の有無に関わら

ず、ごみステーションに排出するこ

ととなっていますが、ごみステーシ

ョンの維持管理に参加しない市民

が増えており、利用者相互で責任を

持って維持管理を行う習慣を定着

させるため、地域と協働して啓発活

動を展開します。また、引き続き、

ごみステーション用のネットの配

布を行い、衛生的にごみステーショ

ンが維持管理できるよう支援しま

す。 

 

→実施主体：市、市民、地域 

○広報紙、ホームページによる

啓発の実施 

○ごみステーション用ネット

の無償配布 

○転入者にごみステーション

の管理や利用についての啓

発チラシを配布 

 

 ごみステーションの適

切な維持管理に関する啓

発活動等を行い、衛生的な

ごみステーションの管理

徹底を支援しました。 

 ごみステーションにお

ける収集は、ごみを適正に

処理する第一歩であり、衛

生的かつ継続的なごみ処

理のため、今後も継続して

実施する必要があります。 
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21 

事業系ごみ搬入物検査の実施 

直接搬入や許可業者を通じて搬

入される事業系ごみについて、袖ケ

浦クリーンセンターで搬入物検査

を実施し、資源物や受け入れ不適物

の混入を防ぐとともに、悪質な場合

は事業所に立ち入り検査を行い、ご

み処理の適正化を指導します。 

 

→実施主体：市、事業者 

○搬入時に不適物があった際

には、収集運搬業者に搬出元

を確認 

 

 搬入物を検査し、不適物

の混入を防止しました。 

 適正かつ安全なごみ処

理の維持を図る上で重要

な取組であることから、今

後も継続して実施する必

要があります。 

22 

資源物持ち去り行為対策 

有価にて取引される資源物は、持

ち去られる可能性があります。ごみ

ステーションのみならず資源回収

においても持ち去りが頻発する場

合の対策について、調査検討しま

す。 

 

→実施主体：市 

○通報によりパトロールを実

施 

 

 資源物持ち去り行為へ

の対応を実施しました。 

 持ち去られた資源物は、

正しく処理されず、市内外

における不法投棄につな

がるおそれがあることか

ら、適正なごみ処理のた

め、今後も継続して実施す

る必要があります。 

23 

事業系ごみのごみステーション混入対策 

事業系ごみを家庭ごみ用指定袋

に入れてごみステーションに排出

する事業者もいることから、不適正

排出を行った事業者には厳正な指

導を行います。 

 

→実施主体：市 

○排出者が判明した際には、個

別に指導を実施 

○情報覚知の際、当該地区の事

業者に「事業系ごみ適正処理

ガイド」を配布 

 

 事業者への指導を継続

的に実施しました。 

 事業系ごみをごみステ

ーションに排出すること

は、不法投棄に当たり、適

正なごみ処理のため、今後

も継続して実施する必要

があります。 
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 ③－2 ごみ中間処理計画 

№ 取組内容 実施状況 評価 

24 

クリーンセンターにおける資源物回収 

袖ケ浦クリーンセンターに搬入さ

れる不燃ごみ・粗大ごみについて、

粗大ごみ処理施設で使用済み小型家

電のピックアップ回収を行うととも

に、有害ごみ・不適物等の選別を行

い、破砕処理後、金属類の回収を図

ります。 

 

→実施主体：市 

○クリーンセンターにおける

資源物回収を実施 
袖ケ浦クリーンセンターに 

おける資源化量 

 R2 1,504t 

 R3 1,542t 

 R4 1,523t 

 R5 1,419t 

 R6 1,451t 

 
 

 クリーンセンターにお

ける資源物回収を継続し

て実施し、リサイクルを推

進しました。 

 クリーンセンターにお

ける大規模な選別は、循環

型社会の実現に寄与する

重要な取組であることか

ら、今後も継続して実施す

る必要があります。 

25 

可燃ごみの資源化 

袖ケ浦クリーンセンターに搬入

された可燃ごみ及び粗大ごみ処理

施設で発生した可燃ごみは、引き続

きＫＣＳで溶融処理及び再資源化

（溶融スラグ・メタルの生成）を図

ります。 

 

→実施主体：市 

○可燃ごみ等の適正処理及び

資源化を実施 

溶融スラグ、溶融メタル生成量 

 R2 2,564t 

 R3 2,152t 

 R4 1,964t 

 R5 1,869t 

 R6 1,981t 

 

 

 溶融スラグ・溶融メタル

の資源化を継続して実施

し、リサイクルを推進しま

した。 

 可燃ごみの溶融処理に

伴って発生する無機物の

資源化は、循環型社会の実

現に寄与する重要な取組

であることから、今後も継

続して実施する必要があ

ります。 

26 

剪定枝及び刈草の資源化 

平成 30 年（2018 年）度から剪

定枝等を再資源化業者へ引き渡し、

資源化を図っていることから、引き

続き、資源化を推進します。 

 

→実施主体：市 

 

○剪定枝及び刈草を再資源化

業者に引き渡して資源化 
剪定枝等資源化量 

 R2 123t 

 R3 113t 

 R4 139t 

 R5 102t 

 R6 158t 

 

 

 剪定枝及び刈草の資源

化を継続して実施し、リサ

イクルを推進しました。 

 剪定枝をバイオマス資

源として利活用すること

は、循環型社会の実現に寄

与する重要な取組である

ことから、今後も継続して

実施する必要があります。 
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 ③－3 ごみ最終処分計画 

№ 取組内容 実施状況 評価 

27 

最終処分場の確保 

最終処分場の安定的な確保につい

て、引き続き、民間事業者及び関係

自治体と協議を行います。 

 

→実施主体：市 

 

○民間処分場にて最終処分を

継続 

 民間処分場における最

終処分を継続しました。 

 中間処理後、これ以上資

源化が難しいものについ

ては最終処分することに

なりますが、適正なごみ処

理の最終段階に当たり、非

常に重要な事項であるこ

とから、今後も継続して実

施する必要があります。 

28 

市保有最終処分場の管理継続 

市の保有する一般廃棄物最終処

分場について、引き続き、適正に管

理します。 

 

→実施主体：市 

 

○適正な維持管理の実施  市が保有する一般廃棄

物最終処分場について、定

期的に水質検査を行うな

ど適正な維持管理に努め

ました。 

 現在、市の保有する一般

廃棄物最終処分場には、し

尿積み替え施設から発生

する沈砂を埋め立ててい

ますが、一般廃棄物の適正

な処分のため、今後も継続

して実施する必要があり

ます。 

29 

市保有最終処分場の拡張検討 

平成 23 年（2011 年）の原子力

発電所事故の影響により、民間最終

処分場への処分委託費が高騰して

いることから、袖ケ浦クリーンセン

ター敷地内での最終処分場拡張の

可能性について検討します。 

 

→実施主体：市 

 

○袖ケ浦クリーンセンター一

般廃棄物最終処分場の残余

容量の算定を実施 

 最終処分場拡張の可能

性の検討における基礎的

な情報である残余容量の

算定を実施しました。 

 市の保有する最終処分

場の残余容量は残りわず

かとなっていることから、

引き続き、検討する必要が

あります。 
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④ ごみ処理施設整備計画 

№ 取組内容 実施状況 評価 

30 

次期広域廃棄物処理施設の整備検討 

現行のＫＣＳの稼動期間は基本協

定により令和８年（2026 年）度末

までとなっており、協定期間終了後

の処理について、令和９年（2027

年）度より安房地域２市１町も参加

した広域廃棄物処理事業において新

施設が稼働予定となっております。

稼働に向けて、協議会を設置し、事

務を共同して執行しています。 

 

→実施主体：市 

 

 

 

 

 

○令和９年 （2027 年）４月に

新施設の完全稼働を目指し、

事業者により、以下の施設整

備が進められている 

R3 環境影響評価について、

現況調査を実施、準備書作

成業務を実施 

R4 環境影響評価手続の完

了 

R5 一般廃棄物・産業廃棄物

処理施設設置許可及び建築

基準法第 51 条許可手続の

完了。1 月 16 日に起工式開

催、2 月より土木建築工事

着手 

R6 12 月よりプラント工事

着手 
 

 令和９年 （2027 年）４

月の稼働に向けて、工事は

順調に進捗しています。 

 ごみ処理の広域化は、本

市のごみ処理の中核をな

す、最も重要な取組の一つ

であることから、今後も継

続して実施する必要があ

ります。 

31 

資源物選別・一時保管施設の整備推進 

ごみ資源化への対応として、資源

物等の一時保管施設の整備を平成

30 年度に実施しました。選別施設

については、容器包装リサイクルの

取り組みや広域廃棄物処理事業と

整合性を図りながら施設整備の検

討をするものとします。 

 

→実施主体：市 

○平成 30 年度（2018 年度）

に整備した資源物等ストッ

クヤードの運用 

 

 平成30年度 （2018年

度）に整備した施設を適切

に運用しました。 

 選別施設については、プ

ラスチックリサイクルの

取組や広域廃棄物処理事

業との整合性を図りなが

ら、施設整備の必要性を検

討する必要があります。 

32 

既存施設の整備方針の検討 

現行のごみ処理施設（中継施設）

の再整備は、君津地域広域廃棄物処

理事業と整合性を図りながら検討

するものとします。なお、旧ごみ処

理施設焼却炉設備の解体は、多額の

費用がかかるため、交付金制度を活

用した解体を検討します。 

 

→実施主体：市 

 

○令和２年度 （2020 年度）に

策定した「廃棄物処理施設長

寿命化総合計画」に基づき各

施設の整備を実施 

 

  「№30 次期広域廃棄

物処理施設の整備検討」の

状況を踏まえて各施設の

整備を実施し、施設の長寿

命化とランニングコスト

の平準化に努めました。 

 既存施設は、中継施設と

しての役割を担う非常に

重要なものであることか

ら、引き続き、検討する必

要があります。 

注）施策№31 及び 32 は、いずれの項目も既存施設の整備に関する事項であり、親和性が高いことから、１つの

項目に統合した上で、引き続き、検討を進めます。 

  



63 

⑤ その他ごみ処理に関する計画 

№ 取組内容 実施状況 評価 

33 

災害廃棄物処理計画の策定 

施設の耐震化や、浸水対策、災害

廃棄物の仮置場の確保、広域的処理

体制の整備等災害発生時のごみ処理

全般に関わる事項として、袖ケ浦市

地域防災計画と連携した「災害廃棄

物処理計画」を策定します。 

 

→実施主体：市 

 

○災害廃棄物の仮置場を確保

するため、関係部署と協議 

○袖ケ浦市災害廃棄物処理計

画を令和３年 （2021 年）３

月に策定 

 

 令和 3 年（2021 年）

3 月に袖ケ浦市災害廃棄

物処理計画を策定しまし

た。 

 災害廃棄物仮置場の確

保等については、同計画の

運用の中で取り組むこと

とし、本取組項目は完了と

します。 

34 

適正処理困難物への対応 

廃棄物処理法に基づき国が指定

する適正処理困難物以外に、家庭か

ら排出される一般廃棄物であって

も、市で処理することが困難な廃棄

物について、事業者の拡大生産者責

任注）に基づく処理を促すとともに、

国・県に対して働きかけを行いま

す。 

 

→実施主体：市 

 

○千葉県環境衛生促進協議会

等を通じて国の予算に対す

る要望書を提出 

 

 

注）拡大生産者責任…自ら生産

する製品等について、生産者

が、資源の投入、製品の生産・

使用の段階だけでなく、廃棄

物等となった後まで一定の

責務を負うという考え方 

 千葉県環境衛生促進協

議会や千葉県市長会を通

じて、事業者の拡大生産者

責任に基づく処理につい

て、国・県に対して働き掛

けを行いました。 

 拡大生産者責任のもと

で適正に処理するための

取組であり、今後も継続し

て実施する必要がありま

す。 

35 

不法投棄の防止対策 【取組目標 6 回/週】 

不法投棄を防止するため、不法投

棄監視員や市職員によるパトロー

ルを強化するとともに、監視カメラ

の設置や県・警察との連携を強化し

ます。また、土地の所有者・管理者

に不法投棄の注意喚起をするとと

もに、協働による不法投棄をさせな

い環境づくりを目指します。 

 

→実施主体：市 

○監視パトロールの実施（週 6

日） 

○監視カメラ保有台数 

 R2 23 台 

 R3 25 台 

 R4 27 台 

 R5 28 台 

 R6 28 台 

 

 

 監視パトロールを継続

して実施し、取組目標を達

成しました。 

 ごみのポイ捨てから産

業廃棄物の投棄まで、不法

投棄の範囲は多岐にわた

り、あらゆる不法投棄の防

止のため、今後も継続して

実施する必要があります。 
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36 

環境物品の使用及びグリーン購入の促進 

市内事業者のみならず、市も自ら

が事業者として、グリーン購入注）・

契約など循環型社会の形成に向け

た行動を率先して実行します。 

 

→実施主体：市、事業者 

 

注）グリーン購入…製品やサービ

スを購入する際に、環境を考

慮して、必要性をよく考え、

市場に供給される製品・サー

ビスの中から環境への負荷

が少ないものを優先的に購

入すること。 

○グリーン購入によるコピー

用紙の購入 

 

 

 グリーン購入を継続し

て実施し、グリーン購入の

促進に努めました。 

 循環型社会の構築に向

けて、市が率先して実行す

ることは重要であること

から、今後も継続して実施

する必要があります。 
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 4 .  ごみ処理の課題 
 

○食品ロスの削減を含め、燃せるごみの減量化をさらに促進する必要があります。 

全国及び千葉県におけるごみの総排出量及び１人１日当たりのごみの総排出量は、

現在も減少を続けています。本市においても、ごみの総排出量は減少を続けています

が、令和５年度（2023 年度）時点において、千葉県平均を上回っている状況です。

ごみ焼却由来の CO2排出量の削減などの社会的課題の解決に向けて、特に食品ロスの

削減をはじめとして、燃せるごみをさらに減量化する必要があります。 

 

○資源物の軽量化等の現状を見定め、リサイクルを適切に推進する必要があります。 

千葉県のリサイクル率は全国平均を上回っていますが、本市は令和５年度（2023

年度）時点で県内第５位と、高いリサイクル率を誇っています。しかし、資源物の軽量

化や流通量の減少などによって、本市のリサイクル率は令和４年度（2022 年度）以

降ほぼ横ばいとなっており、さらなるリサイクルを推進する必要があります。また、

プラスチック資源循環促進法の施行やリチウムイオン電池に起因する火災の防止とい

った背景から、新たな品目のリサイクルについても検討し、適切な資源循環を構築し

ていく必要があります。 

 

○ごみの適正な処理体制を維持し、ソフト面・ハード面ともに安定した衛生サービスを

提供する必要があります。 

ごみの収集から中間処理や最終処分に至るまで、衛生インフラとも呼ばれるごみ処

理の一連の流れは、平時・災害時を問わず、常に安定して稼働し続ける必要がありま

す。安定した衛生サービスの提供のため、施設の適切な維持管理はもとより、家庭系・

事業系それぞれのごみ処理手数料の適切な見直しや、収集日・収集ルートの見直しな

どにより、適正な処理体制の維持に努める必要があります。 

 

○ごみの減量化・資源化の目標実現のため、市民・地域・事業者・行政の協働をさらに推

進する必要があります。 

本市における３Ｒに対する関心の度合いは、年々減少しています。ごみの減量化・

資源化を促進し、循環型社会を実現するためには、本市に関わるあらゆる主体が、そ

れぞれの役割を知り、協働して取り組むことが必要不可欠です。 

 

○廃棄物処理法を遵守し、不法投棄・不適正処理を防止する必要があります。 

廃棄物の不法投棄・不適正処理の根絶に向け、引き続き排出者責任を基本として、

行政、事業者、市民が一体となった取組を進める必要があります。また、個々の事案に

ついては、監視の強化等による未然防止を第一とするとともに、不法投棄・不適正処

理が発生した場合には、原因者の責任追及と原状回復・是正を徹底する必要がありま

す。  
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 5 .  ごみ処理の基本方針 
 

現計画の計画期間中において、食品ロスの削減やプラスチックごみへの対策など、

新たなごみ問題に注目が集まりました。その一方で、循環型社会の実現や廃棄物の適

正処理、循環利用のために必要な取組の基本的な方針は、現計画改定時から大きく変

わっていないと考えられます。すなわち、市民・地域・事業者・行政の協働や、３Ｒ型

ライフスタイルの定着、安定的かつ適正なごみ処理システムの構築です。 

そこで、本市におけるごみ処理の基本方針を以下のとおりとします。 

 

基本方針１ 市民・地域・事業者・行政の協働による 

      循環型社会づくりの推進 

 循環型社会を構築するためには、個人だけ、一つの主体だけ、といった取組では不十分

であり、各主体が協働的に取り組んでいく必要があります。ごみの減量化・資源化の重要

性や、どのような取組が行われているのかを今一度広く周知・啓発します。また、新たな

課題に対応するために位置付けた施策を、各主体が協働して取り組みます。 

 

基本方針２ ３Ｒ型ライフスタイルの推進 

 生活習慣は社会の基礎であるため、ごみの減量化・資源化を実践する３Ｒ型ライフスタ

イルを推進することで循環型社会の構築を目指します。資源循環におけるセーフティネッ

トとしてのリサイクルを推進することを中心に、リデュース・リユースをさらに身近なも

のにするための取組にも努めます。 

 

基本方針３ 廃棄物の適正な循環利用と 

      不法投棄・不適正処理対策の強化 

 収集運搬、中間処理、最終処分というごみ処理システムを安定的に維持しつつ、その中

で資源物を適正に循環するための取組を推進します。また、不法投棄・不適正処理を撲滅

するため、各主体が連携して監視の目を広げ、不法投棄・不適正処理を許さないまちの実

現を目指します。 
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 6 .  ごみ処理基本計画の施策 

（1） 施策の体系 

ごみ処理基本計画の施策体系を図 3.6-1 に示します。ごみ処理基本計画に位置付

ける具体的な取組は、排出から最終処分までの４つの段階に基づいて分類しています。 

 

 

図 3.6-1 ごみ処理基本計画の施策体系 

  

課 題

○ さらなる燃せるごみの減量化の促進

○ 適切なリサイクルの推進

○ ごみの適正な処理体制の維持及び安定した衛生サービスの提供

○ 市民・地域・事業者・行政の協働のさらなる推進

○ 不法投棄・不適正処理の防止

基本方針

基本方針１ 市民・地域・事業者・行政の協働による
循環型社会づくりの推進

基本方針２ ３Ｒ型ライフスタイルの推進
基本方針３ 廃棄物の適正な循環利用と

不法投棄・不適正処理対策の強化

施策の分類及び具体的な取組

具体的な取組 №１～26

ごみの排出抑制、適正分別の推進など、
ごみの排出の段階における取組

排出に係る施策

具体的な取組 №27・28

収集運搬体制の適正化など、
収集運搬の段階における取組

収集運搬に係る施策

具体的な取組 №29～35

各ごみ処理施設における適正処理など、
中間処理の段階における取組

中間処理に係る施策

具体的な取組 №36～38

最終処分場の確保など、
最終処分の段階における取組

最終処分に係る施策
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施策の分類及び具体的な取組を表 3.6-1 に示します。現計画から、完了した取組１

つ、統合した取組２つ、新規に位置付けた取組５つの３減５増で、合計 38 の取組を

位置付けることとします。また、生ごみの減量化に係る取組は、食品ロスの削減と不

可分であることから、第 4 章 ・食品ロス削減推進計画における施策としても位置付け

ることとします。 

 

表 3.6-1 施策の分類及び具体的な取組 

施策の分類 具体的な取組 

排出に 

係る施策 

№1 参加型のごみ減量化・資源化対策の推進 

№2 ☆生ごみ肥料化容器等の普及促進 

№3 剪定枝の自家利用の促進 

№4 家庭系ごみ処理手数料の見直し 

№5 事業系ごみ処理手数料の見直し 

№6 ごみ収集日の見直し 

№7 事業系ごみの減量化・資源化の指導及び周知啓発 

№8 ごみガイドブックの作成及び配布・配信 

№9 ごみ出しルール遵守の支援 

№10 ☆新たなごみ問題の周知啓発 

№11 「私にもできる、ごみ減量化・資源化！」リーフレットの配布 

№12 【新規】☆ごみ減量化・資源化協力店制度の推進 

№13 【新規】☆３きり運動の周知啓発及び推進 

№14 【新規】☆３０１０運動の周知啓発及び推進 

№15 【新規】☆フードドライブの周知啓発及び推進 

№16 資源回収活動の促進 

№17 小型家電リサイクルの推進 

№18 プラスチックリサイクルの実施 

№19 ☆生ごみのバイオマス利活用の検討 

№20 ごみカレンダーの配布・配信 

№21 【新規】適正分別の周知徹底 

№22 高齢者等ごみ出し支援サービスの調査検討 

№23 ごみステーションの管理徹底 

№24 事業系ごみのごみステーション混入対策 

№25 不法投棄の防止対策 

№26 環境物品の使用及びグリーン購入の推進 

収集運搬に 

係る施策 

№27 収集ルートの見直し 

№28 資源物持ち去り行為対策 

中間処理に 

係る施策 

№29 クリーンセンターにおける資源物回収 

№30 溶融残渣の資源化 

№31 事業系ごみ搬入物検査の実施 

№32 剪定枝及び刈草の資源化 

№33 次期広域廃棄物処理施設（ＫＡＣＳ）の整備・安定稼働 

№34 既存施設の適正な整備の推進 

№35 適正処理困難物への対応 

最終処分に 

係る施策 

№36 最終処分場の確保 

№37 市保有最終処分場の管理継続 

№38 市保有最終処分場の拡張検討 
注）☆印の取組は、食品ロス削減推進計画における施策としても位置付けます。  
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（2） 基本方針に基づく取組 

 

 

№１ 参加型のごみ減量化・資源化対策の推進 

【取組目標 合計８回/年】 

   

 ごみの減量化・資源化を進めるに当たっては、幅広い年齢層に対する環境学習と実践の機

会が重要です。職員出前講座やごみ処理施設見学による環境学習を行うほか、子ども服リユ

ース企画「ガウラの古着屋さん」やフードドライブ等、参加型のごみ減量化・資源化対策を

推進します。 

→実施主体：市、地域、事業者 

 

 

№２ 生ごみ肥料化容器等の普及促進 

【取組目標 合計 50 基/年】【食品ロス削減推進計画】 

   

 家庭から排出される食品ロスを含む生ごみを削減する有効な手段の一つに、生ごみ肥料化

容器等による堆肥化・減量化があります。生ごみ肥料化容器等の普及促進を図るため、購入

費用の助成制度を継続するとともに、周知啓発に取り組みます。 

→実施主体：市、市民 

 

 

№３ 剪定枝の自家利用の促進 

   

 剪定枝は最も身近なバイオマス資源の一つであり、ガーデニングでの利用や堆肥化といっ

た自家利用が可能です。チップ化や堆肥化の前処理に必要な剪定枝粉砕機の貸出しを継続す

るとともに、周知啓発に取り組みます。 

→実施主体：市、市民、事業者 

 

 

  

排出に係る施策 
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№４ 家庭系ごみ処理手数料の見直し 

   

 平成 13 年（2001 年）７月にごみ指定袋制度を導入してから、ごみ排出量は減少してい

たものの、１人１日当たりのごみ総排出量は千葉県平均を上回っていることから、一層のご

み排出抑制と分別収集の推進及び再生利用を図る必要があり、一つの手段として、経済的な

動機を活用した排出抑制効果が期待できるごみ処理手数料の見直しについて、検討するもの

とします。ただし、ごみ処理手数料の見直しについては、市民説明会の開催等により市民の

理解を求めるものとします。 

→実施主体：市 

 

 

№５ 事業系ごみ処理手数料の見直し 

   

 事業系一般廃棄物については、平成 23 年度 （2011 年度）にごみ処理手数料を 10kg 当

たり 80 円から 150 円に改定し、ごみ処理費用に対する事業者の負担割合を 35％程度とし

ていますが、事業系一般廃棄物の排出削減が進展していないことから、引き続き、排出量の

削減とリサイクルについて啓発するとともに、ごみ処理経費の適正な負担を目的として、手

数料の見直しを検討します。 

→実施主体：市 

 

 

№６ ごみ収集日の見直し 

   

 本市のごみ収集頻度は、近隣市と比較して若干多い水準となっています。収集頻度を減ら

すことで、ごみの減量化の動機付けやごみ指定袋の使用量削減が期待できますが、利便性の

低下やごみステーションの容量不足のおそれがあります。排出者である市民の意見を踏まえ、

収集日の見直しについて検討します。 

→実施主体：市 

 

 

№７ 事業系ごみの減量化・資源化の指導及び周知啓発 

   

 袖ケ浦市廃棄物等の減量化、資源化及び適正処理等に関する条例第 19 条では、事業用大

規模建築物を所有又は占有する事業者に対し、減量化・資源化等計画書を毎年１回提出する

ことを義務付けています。引き続き、計画書の提出を求めていくほか、「事業系ごみ適正処理

ガイド」の配布等により、減量化・資源化の指導を徹底します。 

→実施主体：市 
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№８ ごみガイドブックの作成及び配布・配信 

   

 ごみの正しい出し方や分別品目を取りまとめたガイドブックは、正しい分別に関する重要

な情報源となります。「袖ケ浦市ごみと資源物ガイドブック」を定期的に刊行し、配布・配信

することで、ごみの適正な分別を周知啓発及び促進します。 

→実施主体：市 

 

 

 

№９ ごみ出しルール遵守の支援 

   

 全ての市民がごみを正しく分別できるよう、多様性社会に対応したごみ出しルール遵守の

支援を行います。視覚障がい者向けのごみの出し方音読ＣＤ、聴覚障がい者向けのＦＡＸに

よる粗大ごみ受付、外国語版「家庭ごみの分け方と出し方」の配布等を今後も継続します。 

→実施主体：市、地域 

 

 

№1 0 新たなごみ問題の周知啓発 

【取組目標 合計１回/年】 

【食品ロス削減推進計画】 

   

 プラスチックごみや食品ロスのほか、リチウムイオン電池等に起因するごみ処理施設等で

の火災が頻発するなど、重要性や緊急性が高い新たなごみ問題が生じています。職員出前講

座等を通じて、これらの新たなごみ問題について周知啓発します。 

→実施主体：市 

 

  

コラム 袖ケ浦市ごみと資源物ガイドブック 

 

本市では、ごみと資源物の分別や注意事項を 

まとめたガイドブックを作成し、適正な 

分別や排出方法の情報を周知しています。 

 

クリーンセンターや市役 

所などで入手可能です。 

また、web 版も配信して 

います。 
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№1 1 「私にもできる、ごみ減量化・資源化！」 

   リーフレットの配布 

   

 ごみ減量化・資源化を促すため、主に紙・布類の品目や出し方を紹介する「私にもできる、

ごみ減量化・資源化！」リーフレットを令和６年 （2024 年）３月に作成しました。職員出

前講座や施設見学の開催時など、配布を継続します。 

→実施主体：市 

 

 

№1 2 ごみ減量化・資源化協力店制度の推進 

【新規】【食品ロス削減推進計画】 

   

 本市では、簡易包装の推進やマイバック運動など、ごみの減量化・資源化に積極的に取り

組んでいる販売店を「ごみ減量化・資源化協力店」として認定する制度を、平成７年度（1995

年度）から実施しています。消費者には積極的な利用、販売店には積極的な登録をそれぞれ

促すため、周知啓発に努めます。また、食品ロスへの対応のため、認定要件に食品ロスの削

減に関する取組を追加することを検討します。 

→実施主体：市、市民、事業者 

 

 

№1 3 ３きり運動の周知啓発及び推進 

【新規】【食品ロス削減推進計画】 

   

 食品ロスの削減には、食材の「使いきり」、料理の「食べきり」、生ごみの「水きり」からな

る 「３きり運動」が非常に有効です。様々な媒体を活用して３きり運動について周知啓発し、

実践を促します。 

→実施主体：市、市民 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

用語説明 

３きり運動：以下の３つの「きり」に取り組む運動です。 

 

使 い き り：買ってきた食材を、残さず使いきります。 

     直接廃棄の削減に効果があります。 

食 べ き り：作った料理や買ってきた食品を、残さず食べきります。 

     食べ残しの削減に効果があります。 

水 き り：ごみ袋に入れる前に、生ごみを絞って水をきります。 

     生ごみ全体の削減に効果があります。 
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№1 4 ３０１０運動の周知啓発及び推進 

【新規】【食品ロス削減推進計画】 

   

 宴会における食べ残しの削減のため、環境省から「３０１０運動」という国民運動が呼び

掛けられています。各種飲食店に３０１０運動に関する掲示の協力を呼び掛けるとともに、

様々な媒体を活用して周知啓発し、利用者に対して実践を促します。 

→実施主体：市、市民、事業者 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№1 5 フードドライブの周知啓発及び推進 

【新規】【食品ロス削減推進計画】 

   

 余った食品を必要な人に提供する取組であるフードドライブは、本市では令和４年 （2022

年）に初めて実施しました。今後もフードドライブを継続して実施するとともに、周知啓発

に努めることにより、取組を推進します。 

→実施主体：市、市民 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

用語説明 

：「宴会開始後の 30 分間」と、 

     「宴会終了前の 10 分間」は、 

      座席に戻って料理を楽しむという 

      国民運動です。宴会における 

      食べ残しを削減します。 

 

 

資料：環境省ホームページ 

用語説明  

フ ー ド ド ラ イ ブ：家庭で余っている食品を集めて、 

       必要な人に寄付する取組です。 

フードバンク：必要なくなった食品を引き取り、 

       提供する団体もしくは取組です。 

フ ー ド パ ン ト リ ー：特に生活困窮者等を対象とした 

       食料支援の取組です。 

 

写真：本市で実施したフードドライブのようす 
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№1 6 資源回収活動の促進 

   

 資源回収における本市独自の取組として、自治会による資源回収自治会事業があります。

このほか、ＰＴＡなどが主体となる団体回収も行われています。ごみを出さないライフスタ

イルへの第一歩として資源回収活動への参加を促し、資源回収活動をさらに促進します。 

→実施主体：市、市民、地域 

 

 

№1 7 小型家電リサイクルの推進 

   

 本市では、イベント回収や市施設におけるボックス回収等、小型家電の多様な形態での回

収を強化し、リサイクルを推進してきました。今後も小型家電の回収・リサイクルを継続し

て実施します。 

→実施主体：市 

 

 

№1 8 プラスチックリサイクルの実施 

   

 令和４年（2022 年）４月のプラスチック資源循環促進法の施行に伴い、現在、燃せるご

みの中に含まれている使用済みプラスチック（容器包装プラスチック及び製品プラスチック）

を分別収集し、再商品化する必要があります。 

 令和７年（2025 年）６月に実施したモデル実証事業の結果等を踏まえ、本市に適したプ

ラスチックリサイクルのあり方について検討します。 

 プラスチックリサイクルの実施に当たっては、市民に対し、プラスチックの適切な分別方

法等についての周知や啓発を丁寧に行い、実効性のあるリサイクル体制を構築して、リサイ

クル率の向上に努めます。 

→実施主体：市 

 

 

№1 9 生ごみのバイオマス利活用の検討 

【食品ロス削減推進計画】 

   

 生ごみは、堆肥化による農業利用やメタン発酵等によるエネルギー利用など、再生可能な

バイオマス資源として利活用できる可能性があります。これらは CO2 の削減に貢献する一

方、利用先の確保や処理コストといった課題もあることから、本市の中間処理計画との整合

を図りながら検討します。 

→実施主体：市  
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№2 0 ごみカレンダーの配布・配信 

   

 ごみの収集日程に関する正確な情報を取りまとめたごみカレンダーは、家庭系ごみの正し

い排出を促す重要な情報源となります。「ごみカレンダー」を定期的に作成し、配布・配信す

ることで、ごみの適正な排出を周知啓発及び促進します。 

→実施主体：市、市民、地域 

 

 

№2 1 適正分別の周知徹底 

【新規】 

   

 リチウムイオン電池による火災のほか、収集できない品目のごみステーションへの残置、

ごみ収集時におけるマイクロビーズクッションの破裂など、不適正な分別・排出による問題

が全国的に発生しています。様々な媒体を活用して、これらの問題について周知啓発に努め

るほか、社会情勢に対応した適正分別を促進します。 

→実施主体：市、市民、地域 

 

 

  

 

№2 2 高齢者等ごみ出し支援サービスの調査検討 

   

 高齢者や障がい者に対するごみ出しサービスについて、ごみ収集日及び収集ルートの見直

しと整合を図りながら検討します。 

→実施主体：市 

  

コラム 不適正分別・排出による事故事例 

現在、ごみ処理施設等において、リチウムイオン電池が原因の火災が多発しています。 

残念ながら、本市においてもリチウムイオン電池を原因とする火災が確認されています。 

 

リチウムイオン電池は、強い衝撃や圧力などに 

よって激しく発火し、一般的な消火器では 

消し止めることが難しい火災を引き起こします。 

正しい排出方法を遵守し、火災を防ぎましょう。 

 

資料：（独）製品評価技術基盤機構ホームページ 
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№2 3 ごみステーションの管理徹底 

   

 家庭ごみは、自治会加入の有無に関わらずごみステーションに排出するルールとなってい

ます。一方、清掃や修繕といった維持管理の負担が特定の住民に偏る問題が生じており、利

用者相互で協力し、地域全体で負担を平準化する必要があります。様々な媒体を活用して周

知啓発を行うほか、ごみステーション用のネットの無償配布を継続し、衛生的なごみステー

ションの管理徹底を支援します。 

→実施主体：市、市民、地域 

 

 

№2 4 事業系ごみのごみステーション混入対策 

   

 事業系ごみを家庭ごみ用指定袋に入れてごみステーションに排出する事業者もいることか

ら、不適正排出を行った事業者には厳正な指導を行います。 

→実施主体：市 

 

 

№2 5 不法投棄の防止対策 

【取組目標 パトロール６日/週】 

   

 不法投棄防止のため、不法投棄監視員や市によるパトロール、監視カメラの設置、県・警

察等との連携を継続します。また、土地の所有者や管理者に対して注意と適正な土地管理を

呼び掛け、不法投棄をさせない社会環境の構築に努めます。 

→実施主体：市 

 

 

№2 6 環境物品の使用及びグリーン購入の推進 

   

 市内事業者のみならず、市も自らが事業者として、グリーン購入・契約など循環型社会の

形成に向けた行動を率先して実践します。 

→実施主体：市、事業者 
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№2 7 収集ルートの見直し 

   

 収集運搬費用の抑制及び収集運搬における CO2排出削減のため、収集ルートの見直しにつ

いて、収集運搬業者との協議を継続的に実施します。 

→実施主体：市 

 

 

№2 8 資源物持ち去り行為対策 

   

 資源物はごみステーションから持ち去られてしまうことがあり、不適正処理や市内外にお

ける不法投棄に繋がるおそれがあります。パトロールを継続することにより、資源物の持ち

去りを防止します。 

→実施主体：市 

 

 

 

 

№2 9 クリーンセンターにおける資源物回収 

   

 袖ケ浦クリーンセンターにおいて、燃せないごみ・粗大ごみから小型家電のピックアップ

回収を行うとともに、選別・破砕処理後に金属類を回収します。 

→実施主体：市 

 

 

№3 0 溶融残渣の資源化 

   

 ＫＣＳ・ＫＡＣＳにおいて燃せるごみ等を溶融処理した後の溶融残渣には、金属等、無機

物の資源が含まれています。これら資源の有効活用のため、溶融スラグ・メタルの再資源化

を継続します。 

→実施主体：市 

 

  

収集運搬に係る施策 

中間処理に係る施策 
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№3 1 事業系ごみ搬入物検査の実施 

   

 不適物の混入を防止するため、事業系ごみの搬入時に袖ケ浦クリーンセンターにおいて実

施している搬入物検査を継続します。また、悪質な場合には事業所に立入検査を行い、ごみ

処理の適正化を指導します。 

→実施主体：市 

 

 

№3 2 剪定枝及び刈草の資源化 

   

 施策№３に位置付けた剪定枝の自家利用以外にも、収集した剪定枝等を再資源化業者へ引

き渡すことで資源化を図っています。バイオマス資源の利活用を促進するため、この取組を

継続します。 

→実施主体：市 

 

 

№3 3 次期広域廃棄物処理施設（ＫＡＣＳ）の整備・安定稼働 

   

 現行のＫＣＳの稼働期間は令和８年度（2026 年度）末までとなっています。君津地域４

市に安房地域の２市１町を加えた新たな広域廃棄物処理事業の枠組みで、令和９年（2027

年）４月よりＫＡＣＳが稼働予定です。稼働に向け、構成市町と共同での事務の執行を継続

し、稼働後は施設の安定稼働やＫＡＣＳで発電した電力の地産地消事業等に対しても、市の

責任の中で適切に関わり、ごみの広域処理による効率化を進めます。 

→実施主体：市 

 

 

№3 4 既存施設の適正な整備の推進 

   

 現行の中継施設や選別施設の整備について、引き続き、広域廃棄物処理事業や本市のリサ

イクル事業との整合を図りながら検討します。 

→実施主体：市 
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№3 5 適正処理困難物への対応 

   

 廃棄物処理法に基づき国が指定する適正処理困難物以外に、市で処理することが困難な廃

棄物について、事業者の拡大生産者責任に基づく処理を促すとともに、国・県に対して働き

掛けを行います。 

→実施主体：市 

 

 

 

 

№3 6 最終処分場の確保 

   

 本市は現在、民間の最終処分場において埋立てを行っています。引き続き、民間事業者及

び関係自治体と協議し、安定的に最終処分場を確保します。 

→実施主体：市 

 

 

№3 7 市保有最終処分場の管理継続 

   

 市が保有する一般廃棄物最終処分場では、し尿等積み替え施設から発生する沈砂を埋め立

てています。管理型最終処分場であり、水処理等の管理を継続する必要があるため、今後も

引き続き適切に管理します。 

→実施主体：市 

 

 

№3 8 市保有最終処分場の拡張検討 

   

 近年、民間最終処分場への処分委託費が高額化していることから、袖ケ浦クリーンセンタ

ー一般廃棄物最終処分場を拡張することによる敷地内での最終処分の可能性について、引き

続き検討します。 

→実施主体：市 

 

 

  

最終処分に係る施策 



80 

 7 .  ごみ処理基本計画の目標 

（1） ごみ排出量及び処理・処分量の見通し 

① 将来予測の作成方法 

将来予測の作成フローを図 3.7-1 に示します。過去５年間の人口、ごみ排出量、ご

み処理量の実績を整理し、トレンド推計によって現状推移時における将来予測を作成

し、ベース値とします。トレンド推計において検討した７種類の数式を表 3.7-1 に示

します。 

作成したベース値に対し、新規に導入する施策及び強化する施策の効果として、排

出抑制や資源化移行等を反映することにより、施策実施時における将来予測、すなわ

ちごみ処理基本計画の目標値を作成します。ごみ処理基本計画では、食品ロスの排出

抑制 （第 4 章 5 .  （1）食品ロス排出量の見通し）やプラスチック使用製品の資源化

移行等を想定し、反映しました。 

 

 

図 3.7-1 将来予測の作成フロー（イメージ図） 
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排出抑制 削減

これまで可燃ごみだった
資源物を新たに分別

可燃ごみに混入していた
不燃ごみを正しく分別

現状の施策による
ごみ減量化・資源化促進 施策実施による

ごみ減量化・資源化促進
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表 3.7-1 トレンド推計において検討した数式 

直 線 

 
直線的な推移を想定 

２次曲線 

 
ごく短期の予測又は増加傾向・減少傾向の

入れ替わりを想定 

修正指数 

 
飽和値Ｋに収束しつつある状態を想定 

べ き 

 
現状における増加傾向・減少傾向が安定し

て継続する状態を想定 

自然対数 

 
初期の急激な増加傾向・減少傾向が漸減す

る状態を想定 

ロジスティック曲線 

 
飽和値Ｋに収束するＳ字状の増加傾向を想

定 

逆ロジスティック曲線 

 
飽和値ｃに収束する逆Ｓ字状の減少傾向を

想定 

基準値一定（参考） 

 
他のいずれの数式も適さない場合 

注）記載した曲線はイメージであり、実際の数式が描く曲線とは異なります。 
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将来予測の作成において用いた、将来人口の推計を表 3.7-2 及び図 3.7-2 に示し

ます。計画期間中、人口は令和 12 年度（2030 年度）までほぼ横ばいで推移し、そ

れ以降は緩やかに減少することが想定されます。 

 

表 3.7-2 将来人口の推計 

項 目 
年度 

 単位 

R7 

2025 

R8 

2026 

R9 

2027 

R10 

2028 

R11 

2029 

R12 

2030 

R13 

2031 

人口 人 66,034 66,031 66,028 66,024 66,021 65,973 65,881 

項 目 
年度 

 単位 

R14 

2032 

R15 

2033 

R16 

2034 

R17 

2035 

R18 

2036 

R19 

2037 
 

人口 人 65,789 65,697 65,605 65,468 65,286 65,105  

資料：袖ケ浦市人口動向・人口推計報告書（令和６年（2024 年）12 月） 

注）袖ケ浦市人口動向・人口推計報告書における将来人口は９月末時点の人口となっています。一方、本計画に

おける人口は年度末時点の人口としていることから、半年経過後と考えたうえで、実績との乖離を整合させ

るように年度末時点の人口に換算しました。また、同報告書における将来人口は、5 ケ年間隔で作成されて

いることから、本計画では直線補間によって毎年の人口を算出しました。 

 

 

図 3.7-2 将来人口の推計 
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② 将来予測 

ごみ総排出量及び１人１日当たりのごみ総排出量 

現状推移時と施策実施時におけるごみ総排出量及び１人１日当たりのごみ総排出量

の比較を図 3.7-3 に示します。施策実施効果により、令和 19 年度（2037 年度）

には 19,133t までの削減が見込まれます。 

 

図 3.7-3 ごみ総排出量及び１人１日当たりのごみ総排出量の比較 

 

形態別排出量 

現状推移時と施策実施時における形態別排出量の比較を図 3.7-4 に示します。施

策実施効果により、令和 19 年度（2037 年度）に家庭系ごみは 14,113t、事業系ご

みは 4,576t まで、それぞれ削減が見込まれます。 

 

 

図 3.7-4 形態別排出量の比較  
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ごみ種別排出量 

現状推移時と施策実施時におけるごみ種別排出量の比較を図 3.7-5 に示します。

施策実施効果により、令和 19 年度（2037 年度）に燃せるごみが 15,035t まで削

減される一方、資源物の回収量増加によって燃せないごみ及び資源物が 1,807t まで

増加することが見込まれます。 

 

 

図 3.7-5 ごみ種別排出量の比較 
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コラム プラスチックリサイクルモデル実証事業 

 

プラスチック資源循環促進法の施行を受けて、本市でもプラスチックリサイクルの導入

を目指しています。 

令和７年 （2025 年）６月、福王台第３西分区・代宿第６分区・鹿島区の３地区におい

て、プラスチック使用製品の分別収集を試験的に行う、モデル実証事業を実施しました。 

モデル実証事業の結果等を踏まえ、今後もプラスチックリサイクルの導入に向けた検討

を継続していきます。  

 

写真：モデル実証事業における収集のようす 

現状推移 施策実施 実績 
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家庭系ごみ種別排出量及び１人１日当たりのごみ排出量 

現状推移時と施策実施時における家庭系ごみ種別排出量及び１人１日当たりのごみ

排出量の比較を図 3.7-6 に示します。施策実施効果により、令和 19 年度（2037 年

度）に燃せるごみが 10,580t まで削減される一方、資源物の回収量増加によって燃

せないごみ及び資源物が 1,686t まで増加することが見込まれます。 

 

 

図 3.7-6 家庭系ごみ種別排出量及び１人１日当たりのごみ排出量の比較 
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現状推移時と施策実施時における 1 人 1 日当たりの家庭系ごみ（資源物を除く）排

出量の比較を図 3.7-7 に示します。施策実施効果により、令和 19 年度（2037 年

度）に 436.1g/人日まで削減されることが見込まれます。 

 

 

図 3.7-7 １人１日当たりの家庭系ごみ（資源物を除く）排出量の比較 
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事業系ごみ種別排出量及び１人１日当たりのごみ排出量 

現状推移時と施策実施時における事業系ごみ種別排出量及び１人１日当たりのごみ

排出量の比較を図 3.7-8 に示します。施策実施効果により、令和 19 年度（2037 年

度）に燃せるごみが 4,456t まで削減されることが見込まれます。 

 

 

図 3.7-8 事業系ごみ種別排出量及び１人１日当たりのごみ排出量の比較 

 

資源回収量 

現状推移時と施策実施時における資源回収量の比較を図 3.7-9 に示します。施策

の着実な実施によって、資源回収量の減少を可能な限り抑制することを目指します。 

 

 

図 3.7-9 資源回収量の比較 
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ＫＡＣＳにおける中間処理量 

現状推移時と施策実施時における中間処理量（本市からの搬入量）の比較を図 

3.7-10 に、溶融残渣の内訳の比較を図 3.7-11 にそれぞれ示します。施策実施効果

により、令和 19 年度（2037 年度）に中間処理量が 16,271t まで減少することが

見込まれます。これに伴い、資源化可能分を含む溶融残渣量も 2,454t まで減少する

ことが見込まれます。 

 

 

図 3.7-10 ＫＡＣＳにおける中間処理量の比較 

 

 

図 3.7-11 溶融残渣の比較 
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各施設等における資源化量及びリサイクル率 

現状推移時と施策実施時における各施設等の資源化量及びリサイクル率の比較を図 

3.7-12 に示します。施策実施効果により、令和 19 年度（2037 年度）にクリーン

センター資源化量が 1,682t まで増加することが見込まれます。一方、ＫＣＳ（ＫＡ

ＣＳ）資源化量は、燃せるごみの減量化に伴い、1,835t まで減少することが見込ま

れます。また、リサイクル率については、施策実施効果により、令和 19 年度（2037

年度）に 26.2％まで増加することが見込まれます。 

 

 

図 3.7-12 各施設等における資源化量及びリサイクル率の比較 

 

最終処分量及び最終処分率 

現状推移時と施策実施時における最終処分量及び最終処分率の比較を図 3.7-13

に示します。施策実施効果により、令和 19 年度（2037 年度）に最終処分量が 619t、

最終処分率が 3.2％まで、それぞれ減少することが見込まれます。 
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（2） ごみ処理基本計画の目標 

ごみ処理基本計画の目標値は、施策実施時の将来予測値を位置付けることとします。

目標となる指標は、現計画と同じ 「１人１日当たりのごみの総排出量」「１人１日当た

りの家庭系ごみ（資源物を除く）排出量」「リサイクル率」「年間最終処分量」に加え、

アンケートの質問内容の変更を踏まえて「３Ｒを実践している市民の割合」とします。 

ごみ処理基本計画における目標値を表 3.7-3 に示します。 

 

表 3.7-3 ごみ処理基本計画における目標値 

数値目標 単 位 

令和 6 年度 

（2024 年度） 

実績値 

令和 13 年度 

（2031 年度） 

目標値 

令和 19 年度 

（2037 年度） 

目標値 

1 
1 人 1 日当たりの 

ごみの総排出量 
g/人日 841 811 以下 805 以下 

2 

1 人 1 日当たりの 

家庭系ごみ 

（資源物を除く） 

排出量 

g/人日 513 448 以下 436 以下 

3 リサイクル率 ％ 24.9 25.6 以上 26.2 以上 

4 年間最終処分量 t 
969 注１） 

(668) 
638 以下 619 以下 

5 

３Ｒを 

実践している 

市民の割合注２） 

％ 75.0  77.5 以上 80 以上 

注１）令和５年度（2023 年度）において、ＫＣＳから搬出されたばいじんのダイオキシン類濃度が埋立基準値

を超過したことから、最終処分場への搬出を停止し、ＫＣＳ内で一時保管をしていました。令和６年度

（2024 年度）に入って最終処分場への搬出が再開されたことから、令和６年度 （2024 年度）の最終処

分量が増加しています。令和６年度 （2024 年度）最終処分量 969ｔのうち、令和５年度（2023 年度）

発生分は 301t、令和６年度（2024 年度）発生分は 668t となります。 

注２）「３Ｒを実践している市民の割合」は、袖ケ浦市市民意識調査及びまちづくりアンケートで把握します。 
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 8 .  ごみ処理の取組の進展に向けた役割 
ごみ処理の取組の進展に向けた、市、市民、地域、事業者それぞれの役割を図 3.8-1

に示します。また、 「第 3 章 5 . ごみ処理の基本方針」に示した３つの基本方針に関

連した各主体の具体的な行動例を図 3.8-2 に示します。 

 

図 3.8-1 各主体の役割及び協働のイメージ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

●本計画に定める取組の展開を図ります【基本方針１～３】 

●適正な廃棄物処理・資源循環の仕組みや施設を整備します【基本方針１～３】 

●ごみの資源化やグリーン購入の実践に率先して取り組みます【基本方針１、２】 

●廃棄物の不法投棄・不適正処理の行為者へ厳正な措置を講じます【基本方針３】 

市の具体的な行動例 

 

●３きり運動や３０１０運動を実践します【基本方針１、２】 

●使い捨て商品や過剰包装のサービスの利用を避けます【基本方針２】 

●マイバッグ、マイボトルを使用します【基本方針１、２】 

●リサイクルショップ等を活用します【基本方針１、２】 

●長く使えるものを買い、修理して大切に使います【基本方針２】 

●正しい分別情報を入手し、排出方法を遵守します【基本方針１～３】 

●環境教育・環境学習に積極的に参加します【基本方針１、２】 

●資源回収活動に積極的に参加します【基本方針１、２】 

●ごみステーションの維持管理に参加・協力します【基本方針１～３】 

●自己所有地の管理責任の観点から、見回り等で不法投棄を防止します【基本方針３】 

市民の具体的な行動例 

図 3.8-2 各主体の具体的な行動例 ① 
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図 3.8-2 各主体の具体的な行動例 ② 

 

 

  

 

●ごみステーションの適正な管理を指導・実践します【基本方針１～３】 

●資源回収活動に積極的に参加します【基本方針１、２】 

●ごみカレンダーやガイドブックなどの配布に協力します【基本方針１、２】 

●地域特有のごみ問題を把握し、各主体と共有します【基本方針１～３】 

●地域内で不法投棄が発生しないよう、地域での見回りを行います【基本方針３】 

地域の具体的な行動例 

 

●事業系ごみの減量化・資源化に最大限取り組みます【基本方針１、２】 

●ごみの適正処理に関する社内教育に努めます【基本方針１～３】 

●事業者間で連携・情報共有に努め、ごみの減量化・資源化に関する先端的な取組を 

協働して推進します【基本方針１、２】 

●「ごみ減量化・資源化協力店」制度への参加を検討します【基本方針１、２】 

●マイバッグ、マイボトルの利用を呼び掛けます【基本方針１、２】 

●グリーン購入を実践します【基本方針１、２】 

●ごみの減量化・資源化に関するポスター等の掲示に協力します【基本方針１、２】 

●事業系廃棄物の処理責任を遵守し、委託先も含めて適正に処理されていることを確

認します【基本方針３】 

●長く使える製品や、再生材を使用した製品の製造を心掛けます【基本方針１、２】 

事業者の具体的な行動例 

コラム 不法投棄とは 

 

不法投棄は、廃棄物処理法第 16 条の 

「みだりに廃棄物を捨ててはならない」 

を破る不法行為です。 

右の写真のように、 

「大量の建設系廃棄物を捨てる」だけが 

不法投棄ではなく、 

「街中で空き缶などをポイ捨てする」 

行為もれっきとした不法投棄です。 

ごみ箱やリサイクルボックスを正しく使い、ごみを適正に処理しましょう。 
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第 4 章 食品ロス削減推進計画 

 1 .  食品ロスの現状 

① 食品ロスの排出量の推計方法 

家庭系食品ロスの排出量 

家庭系食品ロスの排出量の推計方法を図 4.1-1 に示します。 

家庭系厨芥類に占める食品ロスの割合は、環境省が実施した調査結果を引用し、想

定しました。「直接廃棄」及び「食べ残し」については環境省「市区町村食品ロス実態

調査支援報告書（令和３年度 （2021 年度）及び令和４年度 （2022 年度））」におい

て報告されている市町村のうち、本市に類似した市町村の平均値を、「過剰除去」につ

いては環境省「令和５年度 食品廃棄物等の発生抑制及び再生利用の促進の取組に係る

実態調査」における報告値を、それぞれ引用しました。 

また、本市の燃せるごみ等に含まれる厨芥類の割合は、市が実施したごみ質分析調

査により把握しました。 

本市の１人１日当たりの家庭系燃せるごみ排出量に、「厨芥類に含まれる食品ロスの

割合」及び「燃せるごみ等に含まれる厨芥類の割合」を乗ずることで、家庭系食品ロス

の排出量を推計しました。 

 

 

図 4.1-1 家庭系食品ロスの排出量の推計方法 
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事業系食品ロスの排出量 

事業系食品ロスの排出量の推計方法を図 4.1-2 に示します。 

事業系厨芥類に占める食品ロスの割合は、農林水産省が公表する「令和５年度食品

廃棄物等の年間発生量及び食品循環資源の再生利用等実施率」における食品廃棄物量

と、環境省等が公表する令和５年度 （2023 年度）における事業系食品ロス量に基づ

いて、15.5％と算出しました。 

また、本市の燃せるごみ等に含まれる厨芥類の割合は、市が実施したごみ質分析調

査により把握しました。 

本市の事業系燃せるごみ排出量に、「厨芥類に含まれる食品ロスの割合」及び「燃せ

るごみ等に含まれる厨芥類の割合」を乗ずることで、事業系食品ロスの排出量を推計

しました。 

 

 

 

図 4.1-2 事業系食品ロスの排出量の推計方法 
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② 本市における食品ロス量（推計値）の推移 

本市における食品ロス量 （推計値）の推移を図 4.1-3 に、１人１日当たりの食品ロ

ス量（推計値）の推移を図 4.1-4 にそれぞれ示します。 

家庭系食品ロスは事業系食品ロスと比較して 6 倍程度多く排出されていると想定さ

れており、また、いずれも全体的に横ばいで推移しています。 

 

 

図 4.1-3 食品ロス量（推計値）の推移 

 

 

図 4.1-4 １人１日当たりの食品ロス量（推計値）の推移 
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③ 本市のこれまでの取組 

今回、本市は初めて食品ロス削減推進計画を策定しますが、これまでも生ごみの減

量化の一環として、食品ロス対策に取り組んできました。現計画における食品ロス対

策の取組を以下に示します。 （「第 3 章 3 .  （3）現計画における取組の評価」より該

当部分を再掲） 

 

№ 取組内容 実施状況 評価 

2 

生ごみの排出抑制 【取組目標 20 件/年】 

家庭から排出される厨芥類（生ご

み）は、可燃ごみの約 35％を占め、

水分も多いことから、水切り等の家

庭でできる取り組みの情報提供・啓

発を図るとともに、生ごみの減量

化・再資源化を推進するため、生ご

み肥料化容器等の購入費用につい

て補助金制度を継続するとともに、

地域との協働による普及活動を推

進します。 

 

→実施主体：市、市民 

 

 

 

 

 
 

 

○生ごみ肥料化容器等購入設置

助成金の交付 
 R2 29 基 382,000 円 

 R3 71 基 717,400 円 

 R4 55 基 631,500 円 

 R5 57 基 722,900 円 

 R6 46 基 795,200 円 

 

○広報紙やホームページ、ＳＮ

Ｓ等による定期的な情報提

供、啓発 
生ごみ肥料化容器や段ボール 

コンポスト等について 

広報そでがうら掲載回数 

 R2 1 回 

 R3 3 回（うち特集号 2 回） 

 R4 3 回（うち特集号 1 回） 

 R5 4 回（うち特集号 2 回） 

 R6 4 回（うち特集号 2 回） 
 

 生ごみ肥料化容器等購入

設置助成制度を継続して実

施し、取組目標を達成するこ

とができました。また、各種

媒体を通じて生ごみの排出

抑制に関する情報を提供し

ました。 

 家庭から排出されるごみ

のうち、厨芥類は大きな割合

を占めており、生ごみの排出

抑制はごみの減量化・資源化

に効果的であることから、今

後も継続して実施する必要

があります。 

 

11 

食品ロス削減についての啓発 【新規】 

食品ロス削減の推進に関する法

律が施行されるなど、食品ロスの関

心が高まっていることなどから、市

民、事業者に対し、食品ロス削減方

法の取り組みや「3010 運動」の啓

発等を実施し、食品ロス削減を推進

していきます。 

 

→実施主体：市 

 

○広報紙やホームページ、ＳＮ

Ｓ等による定期的な情報提

供、啓発 
食品ロスについて 

広報そでがうら掲載回数 

 R2 1 回 

 R3 ３回（うち特集号 2 回） 

 R4 3 回（うち特集号 2 回） 

 R5 3 回（うち特集号 2 回） 

 R6 2 回（うち特集号 2 回） 

 

 

 

 各種媒体を通じて継続的

な情報提供を行い、食品ロス

削減を推進しました。 

 食品ロスの削減は、ごみの

減量化だけでなく、最終的に

は食品流通の無駄をなくす

ことにもつながる重要な取

組であることから、今後も継

続して実施する必要があり

ます。 

 今回、「袖ケ浦市食品ロス

削減推進計画」を策定するこ

とから、施策体系を見直しま

す。 
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16 

生ごみリサイクルの検討 

生ごみは、水分量が多く、ごみと

して処理するには多くのエネルギ

ーを必要とします。このため、バイ

オマス資源としての利活用及び生

ごみの分別収集について、費用対効

果を勘案しながら検討します。 

 

→実施主体：市 

 

○他市町村のバイオマスの取組

について調査 

 

 

 他市町村のバイオマスに

関する取組について調査を

実施しました。 

 一部の市町村では、生ごみ

をバイオマス資源と位置付

けて利活用しています。再生

可能エネルギーである一方、

残渣等の利用先確保や処理

コストといった課題もある

ことから、本市のごみ中間処

理計画との整合を図りなが

ら、引き続き、検討する必要

があります。 

 

 2 .  食品ロスの課題 
 

○家庭の買い物や小売店等の在庫管理等において、直接廃棄を減らす取組が必要です。 

直接廃棄は、買い過ぎて使い切れなかった食材や、多く仕入れ過ぎた食品などとい

った形で発生します。買い物習慣や商習慣の見直しを通じて、直接廃棄を減らしてい

く必要があります。 

 

○自宅での食事の際や外食利用時において、食べ残しを減らす取組が必要です。 

食べ残しは、調理したものの食べ切れなかった料理のほか、買い過ぎてしまった食

品といった形で発生します。必ず食べ切るという食習慣を通じて、食べ残しを減らし

ていく必要があります。 

 

○やむを得ず発生してしまった食品ロスについては、生ごみ肥料化容器等を積極的に活

用することが必要です。 

どうしても食品ロスが発生してしまいそうな場合には、生ごみ肥料化容器等によっ

て資源化することで、発生をゼロにすることができます。生ごみ全体の削減に効果が

ある機器であるため、積極的に活用していく必要があります。 

 

○食品ロス削減の目標実現のため、市民・事業者・行政の協働をさらに推進する必要が

あります。 

食品ロス削減の目標を実現するためには、ごみの減量化・資源化と同様に、本市に

関わるあらゆる主体が、それぞれの役割を知り、協働して取り組むことが必要不可欠

です。 
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 3 .  食品ロス削減の基本方針 
 

食品ロスの削減は、世界的に取り組むべき非常に大きな社会課題といえます。食品

ロスを削減するために取り組むべき具体的な内容は、生ごみの削減と不可分と言って

いいほど密接なものです。そのため、ごみ処理の基本方針と同様の基本方針を定める

ことが適切と考えられます。 

そこで、本市における食品ロス削減の基本方針を以下のとおりとします。 

 

基本方針１ 市民・事業者・行政の協働による 

      食品ロス削減の推進 

 食品ロスの削減には、各主体ができることに取り組むだけではなく、例えばフードドラ

イブや環境学習のように、主体同士が連携して食品ロス削減の機運を高めていくことが重

要です。啓発や３０１０運動など基本的な対策を中心に、協働による食品ロスの削減を推

進します。 

 

基本方針２ 「もったいない」ライフスタイルの推進 

 食品ロスの削減において、「もったいない」の考え方・感じ方は非常に大切なものです。

各主体が、「もったいない」を見逃さず、食品を捨てずに使いきれる・食べきれるようなラ

イフスタイルの構築を推進します。 
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 4 .  食品ロス削減推進計画の施策 

（1） 施策の体系 

食品ロス削減推進計画の施策体系を、図 4.4-1 に示します。食品ロス削減推進計画

に位置付ける具体的な取組は、ごみ処理基本計画の一部と重複しており、該当部分を

再掲しています。通し番号は順不同です。 

 

 

図 4.4-1 食品ロス削減推進計画の施策体系 

  

課 題

○ 買い物や在庫管理等における直接廃棄の削減

○ 食事・外食における食べ残しの削減

○ 生ごみ肥料化容器等の活用

○ 市民・事業者・行政の協働のさらなる推進

基本方針

基本方針１ 市民・事業者・行政の協働による
食品ロス削減の推進

基本方針２ 「もったいない」ライフスタイルの推進

施策の分類及び具体的な取組

№13 ３きり運動の周知啓発及び推進
№14 ３０１０運動の周知啓発及び推進
№15 フードドライブの周知啓発及び推進

食品ロスの発生を抑える施策

№２ 生ごみ肥料化容器等の普及促進
№19 生ごみのバイオマス利活用の検討

発生してしまった食品ロスを資源化する施策

№10 新たなごみ問題の周知啓発
№12 ごみ減量化・資源化協力店制度の推進

協働による食品ロス対策を促進する施策
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（2） 基本方針に基づく取組 

 

 

№1 3 ３きり運動の周知啓発及び推進 

【新規】【食品ロス削減推進計画】 

   

 食品ロスの削減には、食材の「使いきり」、料理の「食べきり」、生ごみの「水きり」からな

る「３きり運動」が非常に有効です。様々な媒体を活用して３きり運動について周知啓発し、

実践を促します。 

→実施主体：市、市民 

 

№1 4 ３０１０運動の周知啓発及び推進 

【新規】【食品ロス削減推進計画】 

   

 宴会における食べ残しの削減のため、環境省から「３０１０運動」という国民運動が呼び

掛けられています。各種飲食店に３０１０運動に関する掲示の協力を呼び掛けるとともに、

様々な媒体を活用して周知啓発し、利用者に対して実践を促します。 

→実施主体：市、市民、事業者 

 

№1 5 フードドライブの周知啓発及び推進 

【新規】【食品ロス削減推進計画】 

   

 余った食品を必要な人に提供する取組であるフードドライブは、本市では令和４年（2022

年）に初めて実施しました。今後もフードドライブを継続して実施するとともに、周知啓発

に努めることにより、取組を推進します。 

→実施主体：市、市民 

 

 

 

№２ 生ごみ肥料化容器等の普及促進 

【取組目標 合計 50 基/年】【食品ロス削減推進計画】 

   

 家庭から排出される食品ロスを含む生ごみを削減する有効な手段の一つに、生ごみ肥料化

容器等による堆肥化・減量化があります。生ごみ肥料化容器等の普及促進を図るため、購入

費用の助成制度を継続するとともに、周知啓発に取り組みます。 

→実施主体：市、市民 

食品ロスの発生を抑える施策 

発生してしまった食品ロスを資源化する施策 
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№1 9 生ごみのバイオマス利活用の検討 

【食品ロス削減推進計画】 

   

 生ごみは、堆肥化による農業利用やメタン発酵等によるエネルギー利用など、再生可能な

バイオマス資源として利活用できる可能性があります。これらは CO2 の削減に貢献する一

方、利用先の確保や処理コストといった課題もあることから、本市の中間処理計画との整合

を図りながら検討します。 

→実施主体：市 

 

 

 

 

№1 0 新たなごみ問題の周知啓発 

【取組目標 合計１回/年】 

【食品ロス削減推進計画】 

   

 プラスチックごみや食品ロスのほか、リチウムイオン電池等に起因するごみ処理施設等で

の火災が頻発するなど、重要性や緊急性が高い新たなごみ問題が生じています。職員出前講

座等を通じて、これらの新たなごみ問題について周知啓発します。 

→実施主体：市 

 

 

№1 2 ごみ減量化・資源化協力店制度の推進 

【新規】【食品ロス削減推進計画】 

   

 本市では、簡易包装の推進やマイバック運動など、ごみの減量化・資源化に積極的に取り

組んでいる販売店を「ごみ減量化・資源化協力店」として認定する制度を、平成７年度（1995

年度）から実施しています。消費者には積極的な利用、販売店には積極的な登録をそれぞれ

促すため、周知啓発に努めます。また、食品ロスへの対応のため、認定要件に食品ロスの削

減に関する取組を追加することを検討します。 

→実施主体：市、市民、事業者 

 

  

協働による食品ロス対策を促進する施策 
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 5 .  食品ロス削減推進計画の目標 

（1） 食品ロス排出量の見通し 

① 将来予測の作成方法 

将来予測作成における食品ロス削減のイメージを図 4.5-1 に示します。 

食品ロス排出量の見通しは、「第 3 章 7 . （1）ごみ排出量及び処理・処分量の見

通し」において作成した燃せるごみの将来予測に基づいて推計しました。食品ロスの

削減は、厨芥類の削減と一体的なものです。そこで、食品ロス量は、燃せるごみの排出

量と連動して変化していくものと考え、図 4.1-1 及び図 4.1-2 に示した組成を保っ

たまま増減する挙動を想定し、これを現状推移時における将来予測としました。 

これに対し、今回新たに位置付ける食品ロス削減の取組を踏まえ、食品ロスの削減

目標を定めて削減量に上乗せすることで、施策実施時における将来予測としました。

食品ロスの削減目標は、「食品ロスの削減の推進に関する基本的な方針」における削減

目標である「2000 年度比で 2030 年度までに 50%削減」を踏まえつつ、本市にお

ける事業系ごみが比較的少ないことを考慮して設定しました。 

 

 

図 4.5-1 将来予測作成における食品ロス削減のイメージ 

食品ロス
以外の

可燃ごみ

実績 将来予測
（現状推移）

排
出

量

将来予測
（施策実施）

食品ロス

削減分

現状の施策による
食品ロスの削減

現状の施策により、食品ロスとそれ以外が
実績と同じ組成を保ったまま

減少すると想定

新たな施策により
食品ロスを重点的に削減

削減分
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② 将来予測 

現状推移時と施策実施時における食品ロス量の比較を図 4.5-2 に、１人１日当た

りの食品ロス量の比較を図 4.5-3 にそれぞれ示します。施策実施効果により、令和

19 年度（2037 年度）に家庭系食品ロスが 1,278t（53.8g）まで、事業系食品ロ

スが 209t（8.8g）まで、それぞれ削減されることが見込まれます。 

 

 

 

図 4.5-2 食品ロス量の比較 

 

 

図 4.5-3 １人１日当たりの食品ロス量の比較 
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（2） 食品ロス削減推進計画の目標 

食品ロス削減推進計画の目標値は、ごみ処理基本計画と同様に、施策実施時の将来

予測値を位置付けることとします。目標となる指標は、「１人１日当たりの家庭系食品

ロス量」「事業系食品ロス量」とします。 

食品ロス削減推進計画における目標値を表 4.5-1 に示します。 

 

表 4.5-1 食品ロス削減推進計画における目標値 

数値目標 単 位 

令和 6 年度 

（2024 年度） 

実績値 

令和 13 年度 

（2031 年度） 

目標値注） 

令和 19 年度 

（2037 年度） 

目標値注） 

1 
１人１日当たりの 

家庭系食品ロス量 
g/人日 68.7 

60.6 

（▲11.7％） 

53.8 

（▲21.7％） 

2 事業系食品ロス量 t 267 
236 

（▲11.7％） 

209 

（▲21.7％） 

注）併記したパーセンテージは、令和６年度（2024 年度）実績値に対する削減割合を示します。 
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 6 .  食品ロス削減の取組の進展に向けた役割 
食品ロス削減の取組の進展に向けた、市、市民、事業者それぞれの役割を図 4.6-1

に示します。また、「第 4 章 3 . 食品ロス削減の基本方針」に示した２つの基本方針

に関連した各主体の具体的な行動例を図 4.6-2 に示します。 

 

 

図 4.6-1 各主体の役割及び協働のイメージ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

●計画に定める取組の展開を図ります【基本方針１、２】 

●食品ロスの削減に向けた啓発・情報発信に努めます【基本方針１、２】 

●フードドライブに取り組みます【基本方針１、２】 

市の具体的な行動例 

 

●３きり運動や３０１０運動を実践します【基本方針１、２】 

●期限表示（賞味期限と消費期限）を理解し、 「てまえどり」します【基本方針１、２】 

●外食時には、食べきれるだけの料理を注文します【基本方針１、２】 

●フードドライブに協力します【基本方針１、２】 

市民の具体的な行動例 

図 4.6-2 各主体の具体的な行動例 

 

●製造業では、食品廃棄物のリサイクルに努めます【基本方針１、２】 

●飲食店では、小盛メニューの充実に努めます【基本方針１、２】 

●小売店等では、商品の仕入れを工夫し、廃棄量の削減に努めます 【基本方針１、２】 

●フードドライブや３０１０運動に協力します【基本方針１、２】 

事業者の具体的な行動例 
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第 5 章 生活排水処理基本計画 

 1 .  生活排水処理の現状 

（1） 処理形態別人口の推移 

 本市における水洗化・生活雑排水処理人口、水洗化・生活雑排水未処理人口及び非

水洗化人口の推移を表 5.1-1 に示します。 

 令和６年度（2024 年度）の処理形態別人口割合は、公共下水道 68.8％、合併処

理浄化槽 18.8％、農業集落排水施設 3.9％、単独処理浄化槽 7.2％、非水洗化 1.3％

となっています。 

水洗化・生活雑排水処理率は増加傾向にあり、令和６年度（2024 年度）では 91.6％

となっています。 

表 5.1-1 処理形態別人口の推移 

 

注）処理形態別人口は一般廃棄物処理実態調査（10 月 1 日現在）を参照していますが、本計画で用いる人

口は年度末時点の人口としていることから、乖離を整合させるように年度末時点の人口に換算しまし

た。 

 

 

 

 

 

 

 

 

65,075 65,415 65,777 66,041 65,980

59,170 59,750 60,177 60,450 60,418

（1）コミュニティプラント 263 245 263 0 0

（2）合併処理浄化槽 12,126 12,404 12,543 12,807 12,418

（3）公共下水道 43,962 44,348 44,616 44,931 45,409

（4）農業集落排水施設 2,819 2,753 2,755 2,712 2,591

水洗化・生活雑排水処理率 90.9% 91.3% 91.5% 91.5% 91.6%

5,078 4,839 4,772 4,763 4,739

64,248 64,589 64,949 65,213 65,157

827 826 828 828 823

（1）計画収集人口 827 826 828 828 823

（2）自家処理人口 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

R2
2020

R3
2021

R4
2022

R5
2023

R6
2024

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年度
項目

6.計画処理区域外人口

4.水洗化人口

1.計画処理区域内人口

2.水洗化・生活雑排水処理人口

5.非水洗化人口

3.水洗化・生活雑排水未処理人口
（単独処理浄化槽）

用語説明 

水洗化・生活雑排水処理人口（率）：生活排水を公共下水道、農業集落排水、合併処理

浄化槽等の生活排水処理施設を利用している人口及びその割合です。 

水洗化人口（率）：公共下水道、農業集落排水、合併及び単独処理浄化槽によって水洗

トイレを利用している人口及びその割合です。 

非水洗化人口（率）：くみ取り又は自家処理でし尿を処理している人口及びその割合

です。 
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 2 .  生活排水の処理形態 

（1） 生活排水の処理フロー 

運搬方法及び中間処理の方法を記載した生活排水処理フローを図 5.2-１に示しま

す。 

 

 

図 5.2-１ 生活排水処理フロー（令和６年度（2024 年度）） 

 

 

 

 

 

 

 

 

し尿

生活雑排水

生活排水

凡例

公共下水道
合併処理
浄化槽

農業集落
排水

単独処理
浄化槽

し尿
くみ取り

仮設トイレ

処理水 処理水 処理水

袖ケ浦クリーンセンター

し尿等積み替え施設

処理水

汚泥

許可業者にて運搬

公共用水域

終末処理場

かずさクリーン

システムへ

処理水

用語説明 

し尿：水洗便所から直接排出される「尿」及び「便」 

生活雑排水：家庭から排出される排水のうち、トイレからの排水（し尿）を除いたも

ので、台所、風呂、洗濯などから出る排水 
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（2） 収集運搬 

収集する一般廃棄物の区分等を表 5.2-1 に示します。 

浄化槽管理者は、浄化槽の適切な維持管理のために、千葉県知事の登録を受けた業

者に保守点検を委託し、市長の許可を受けた清掃業者に清掃を依頼するとともに、発

生した汚泥は市長が許可した一般廃棄物収集運搬許可業者に収集を依頼して、袖ケ浦

クリーンセンターへ搬入しなければなりません。 

 

表 5.2-1 収集する一般廃棄物の区分等 

区分 収集頻度 収集運搬主体 

し尿（仮設トイレを含む） 申し込みの都度 許可業者 

浄化槽汚泥 申し込みの都度 許可業者 

 

 

 

 

 

 

（3） 中間処理 

① 中間処理の方法 

し尿及び浄化槽汚泥は、市のし尿等積み替え施設にてきょう雑物除去等の前処理、

希釈処理を行い、袖ケ浦終末処理場にて処理を行っています。 

きょう雑物及び脱水汚泥は、定期的に委託業者によりＫＣＳへ排出し、ごみ処理と

併せて再資源化処理（溶融スラグ化）を行っています。 

 

② 施設の概要 

し尿等積み替え施設の概要を表 5.2-2 に示します。 

ＫＣＳの概要はごみ処理基本計画（表 3.1-7）の概要と同様です。 

 

  

用語説明 

浄化槽汚泥：浄化槽で生活排水を処理した際に発生する汚泥 
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表 5.2-2 し尿等積み替え施設の概要 

施設名 
袖ケ浦クリーンセンター し尿等積み替え施設 

（旧：し尿処理施設） 

所在地 袖ケ浦市中袖４-６ 

処理方式・内容 
受入貯留施設にて前処理を行い、袖ケ浦終末処理場

にて処理を行う 

処理能力 50kl／日（し尿：20kl/日、浄化槽汚泥：30kl/日） 

稼働年月日 
平成 14 年（2002 年）４月１日 

（し尿処理施設として平成４年（1992 年）３月竣工） 

管理主体 市（委託） 

 

（4） 最終処分 

① 最終処分の方法 

きょう雑物及び脱水汚泥の中間処理（ＫＣＳ）により発生する溶融飛灰（本市分）に

ついては、民間最終処分場にて埋立処分しています。 

し尿等積み替え施設から発生した沈砂については、袖ケ浦クリーンセンター一般廃

棄物最終処分場にて埋立処分しています。 

 

② 袖ケ浦クリーンセンター一般廃棄物最終処分場の概要 

袖ケ浦クリーンセンター一般廃棄物最終処分場の概要を表 5.2-3 に示します。 

 

表 5.2-3 袖ケ浦クリーンセンター一般廃棄物最終処分場の概要 

施設名 袖ケ浦クリーンセンター一般廃棄物最終処分場 

所在地 袖ケ浦市長浦 580-250 

令和 6 年度（2024 年度） 

処分内容 

種類：汚泥（し尿沈砂） 

数量：1.98ｔ/年 

処分方法：埋立処分 
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 3 .  生活排水処理の実績 

（1） 生活排水処理量 

生活排水処理量の推移を図 5.3-１に示します。 

令和４年度（2022 年度）以降、生活排水処理量は増加傾向を示しています。 

し尿処理量は減少傾向、浄化槽汚泥処理量は増加傾向にあります。 

 

 

図 5.3-１ 生活排水処理量の推移 

（2） 生活排水処理経費 

生活排水処理経費の推移を図 5.3-２に示します。 

 

図 5.3-２ 生活排水処理経費の推移 
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 4 .  生活排水処理の評価及び課題 

（1） 生活排水処理の評価 

令和５年度（2023 年度）の千葉県及び国との生活排水処理率の比較を図 5.4-１

に示します。 

公共下水道処理人口の増とともに、規制緩和による市街化区域隣接地の開発増加に

より合併処理浄化槽処理人口も大幅な増加となったことから、本市の生活排水処理率

は 91.5％に向上しており、千葉県平均の 89．0％及び全国平均の 90.7％を上回っ

ています。 

 

 

図 5.4-１ 生活排水処理率の比較（令和５年度（2023 年度）） 

 

  

91.5 89.0 90.7

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

70.0

80.0

90.0

100.0

本市 千葉県平均 全国平均

（％）



113 

（2） 生活排水処理の課題 

○合併処理浄化槽の普及促進等により、生活排水処理率は年々向上していますが、今後

も引き続き、単独処理浄化槽やくみ取り便槽から合併処理浄化槽への転換を促進し、

生活雑排水未処理人口を減らしていく必要があります。 

 

○廃食用油や食べ残しの直接排水、洗濯洗剤の過剰使用などは、設備の機能低下が懸念

されるため、日頃から市民・事業者にわかりやすく、実践しやすい情報の提供や啓発

をさらに推進する必要があります。 

 

○浄化槽は、浄化槽法によって定期的な保守点検、清掃及び水質検査が義務付けられて

いますが、県内では水質検査を受検していない設置者が多く、浄化槽の機能低下によ

る水質汚濁が懸念されています。そのため、浄化槽の設置者に対し、適切な維持管理

を促す啓発を行う必要があります。 

 

○袖ケ浦クリーンセンター内のし尿等積み替え施設（旧し尿処理施設）は、稼働開始か

ら 30 年以上が経過し、施設の老朽化が進行していることから、今後の安定的かつ持

続可能な運営に支障をきたすおそれがあります。そのため、今後の維持管理方法や施

設のあり方について検討する必要があります。 
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 5 .  生活排水処理の基本方針 
 

現計画の取組を踏まえ、合併処理浄化槽への転換の促進、浄化槽の適正管理の推進

及びし尿・浄化槽汚泥を適正に処理する体制の整備に加え、市民、事業者に対し、水質

保全の重要性について理解を深めてもらえるよう啓発活動に取り組み、地域全体で水

質保全の意識を高めていくことを基本方針とします。 

 

基本方針１ 合併処理浄化槽への転換の促進 

生活排水は水環境に与える負荷が大きいことから、飲料水や水生生物の生息環境等とし

て重要な河川等の公共用水域を健全に保ち、水路等の身近な地域環境の保全及び公衆衛生

の向上を図るため、単独処理浄化槽やくみ取り便槽から合併処理浄化槽への転換を促進し、

生活排水の適正処理を図ります。 

 

基本方針２ 浄化槽の適正管理の推進 

既設の浄化槽が適切に機能するよう、市民や事業者に対して、浄化槽法に基づく保守点

検、清掃及び水質検査の必要性等を啓発します。また、適切に管理されていない浄化槽に

ついては、指導権限を持つ県と連携し、改善を促します。 

 

基本方針 3 し尿・浄化槽汚泥の適正処理 

し尿及び浄化槽汚泥は、し尿等積み替え施設で前処理を行い、袖ケ浦終末処理場を活用

した処理を継続します。また、し尿等積み替え施設で発生した汚泥は、中間処理 （ＫＣＳ ・

ＫＡＣＳ）による減容化及び資源化を継続して実施します。 

 

基本方針４ 水質保全意識の向上  

市民、事業者の水質保全意識の向上を図るため、水質汚濁の原因となるものを流さない

ことの大切さを周知し、誰でも実践しやすい具体的な行動を促します。 
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 6 .  生活排水処理計画の施策 

（1） 施策の体系 

生活排水処理計画の施策体系を、図 5.6-１に示します。 

 

 

図 5.6-１ 生活排水処理計画の施策体系 

 

  

課 題

○ 単独処理浄化槽・くみ取り便槽から合併処理浄化槽への転換促進

○ 実践しやすい情報の提供や啓発活動の推進

○ 浄化槽の適切な維持管理

○ し尿等積み替え施設の維持管理方法やあり方の検討

基本方針

基本方針１ 合併処理浄化槽への転換の促進
基本方針２ 浄化槽の適正管理の推進
基本方針３ し尿・浄化槽汚泥の適正処理
基本方針４ 水質保全意識の向上

施策の分類及び具体的な取組

№１ 生活排水抑制の教育、普及啓発の充実
№２ 廃食用油・生ごみの適正処理
№３ 洗濯排水・風呂の残り湯対策

（１）生活排水抑制計画

№４ 合併処理浄化槽への転換の促進
№５ 高度処理型合併処理浄化槽の普及促進
№６ 浄化槽適正管理の指導強化

（２）生活排水処理促進計画

（３）-１ 収集運搬計画
（３）-２ 中間処理計画
（３）-３ 最終処分計画

（３）し尿・浄化槽汚泥適正処理計画

№7 生活排水処理機能の維持

（４）生活排水処理施設整備計画
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（2） 基本方針に基づく取組 

 

 生活排水は、台所・風呂・洗濯など各家庭内から発生するものであり、行政側が一方的に

規制することは困難であることから、広報等を通じて、生活排水が水路などの水環境に与え

る影響を示し、生活排水の排出抑制と水質保全に対する意識の啓発を推進します。 

 

 

№1 生活排水抑制の教育、普及啓発の充実 

【取組目標 3 回/年】 

   

生活排水が水環境へ与える影響等に関する意識を育むため、学校や地域社会において、職

員出前講座等による広報活動を行い、環境教育に積極的に取り組みます。 

→実施主体：市 

 

 

№2 廃食用油・生ごみの適正処理 

 

廃食用油や食べ残し等が、直接台所から排水しないよう排水ネットの利用など、家庭でで

きる取組の情報提供・啓発を図るとともに、廃食用油を資源として有効活用するため、資源

回収自治会事業での回収に協力してもらえるよう普及啓発活動を行います。 

→実施主体：市 

 

 

№3 洗濯排水・風呂の残り湯対策 

 

洗濯に使用する洗剤には、無リン合成洗剤やせっけんを使用するとともに、洗剤を過剰に

使用しないよう普及啓発活動を行います。 

 また、風呂の残り湯を洗濯等に再利用するよう普及啓発活動を行います。 

→実施主体：市 

 

 

  

生活排水抑制計画 
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 公共下水道・農業集落排水施設が整備されている地域では、これら施設への接続を優先し

ます。 

 その他の地域における生活排水処理対策として、国、県の補助制度を活用した合併処理浄

化槽設置補助事業を今後も継続します。 

 生活雑排水を未処理のまま放流している既設の単独処理浄化槽及びくみ取り便槽から合併

処理浄化槽への転換や、窒素やリンをより多く除去する高度処理型合併処理浄化槽の設置促

進を図ります。 

 

 

№4 合併処理浄化槽への転換の促進 

【取組目標 ８基/年】 

 

 単独処理浄化槽やくみ取り便槽を利用している家庭に対し、合併処理浄化槽への転換を促

すとともに、合併処理浄化槽設置事業補助制度の活用について啓発を行います 

→実施主体：市 

 

 

№5 高度処理型合併処理浄化槽の普及促進 

【取組目標 17 基/年】 

 

 新規に合併処理浄化槽を設置する家庭に対し、窒素やリンをより多く除去する高度処理型

合併処理浄化槽の設置を促進します。 

→実施主体：市 

 

 

№6 浄化槽適正管理の指導強化 

 

 既設の浄化槽が適切に機能するよう、市民や事業者に対して、浄化槽法に基づく保守点検、

清掃及び水質検査の必要性等を啓発します。また、適切に管理されていない浄化槽について

は、指導権限を持つ県と連携し、改善を促します。 

→実施主体：市 

 

 

 

 

 

生活排水処理促進計画 

用語説明 

高度処理型合併処理浄化槽：従来の合併処理浄化槽よりも高度な処理能力を備えてお

り、窒素やリンをより多く除去し、水環境への負荷を低減する効果がある浄化槽で

す。 
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1） 収集運搬計画 

 

収集区域は、原則として公共下水道及び農業集落排水の供用開始区域外を対象としますが、

公共下水道等への未接続世帯等も含めるものとします。 

収集運搬については、現状どおり許可業者によるものとしますが、近年の市街化区域周辺

開発に伴う浄化槽汚泥の増加によるし尿等収集量の変化に対応した収集運搬体制を整備して

いくものとします。 

 

 

 

2） 中間処理計画 

 

し尿及び浄化槽汚泥は、現状どおりし尿等積み替え施設にてきょう雑物除去等の前処理、

希釈処理を行い、袖ケ浦終末処理場へ投入します。 

きょう雑物及び脱水汚泥は、定期的に委託業者によりＫＣＳ・ＫＡＣＳへ排出し、ごみ処

理と併せて再資源化処理（溶融スラグ化）を行います。 

 

 

 

3） 最終処分計画 

 

し尿等積み替え施設で発生する沈砂は、現状どおり袖ケ浦クリーンセンター一般廃棄物最

終処分場で埋立処分します。 

 

 

 

 

 

  

し尿・浄化槽汚泥適正処理計画 
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 し尿等積み替え施設（旧し尿処理施設）は、稼働開始から 30 年以上が経過し老朽化が進

行していることから、適切な対応が必要となっています。し尿等積み替え施設については、

日常の運転管理と定期的な点検整備、基幹的設備の更新等を適正かつ的確に実施することで

設備機能を保持し、施設をできるだけ長く維持活用できるよう、施設の長寿命化を図ること

を基本とします。 

 また、し尿等積み替え施設の再整備は、袖ケ浦終末処理場の整備方針の影響を大きく受け

ることとなるため、実施に当たっては整合を図るものとします。 

 

 

 

№7 生活排水処理機能の維持 

 

施設の長寿命化計画に基づき、施設の基幹的設備の更新等を適正かつ的確に実施するとと

もに、更新前においても設備機能の保持に努めます。 

し尿等積み替え施設の再整備検討に当たっては、既存施設の解体費用も生じることから、

交付金制度等を利活用した財源確保を図ります。 

→実施主体：市 

 

  

生活排水処理施設整備計画 



120 

 7 .  生活排水処理の取組の進展に向けた役割 
生活排水処理の取組の進展に向けた、市、市民、事業者それぞれの役割を図 5.7-1

に示します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

●市民、事業者の水質保全意識の向上を図るため、環境教育・環境学習の場を提供しま

す。 

●合併処理浄化槽設置補助制度の周知を行います。 

●浄化槽の適正管理の広報活動を行います。 

市の役割 

 

●市民一人ひとりが生活排水を排出する当事者であることを認識し、生活排水が水環

境に与える影響を理解します。 

●公共下水道、農業集落排水施設普及区域では、速やかに接続を行います。 

●公共下水道、農業集落排水施設普及地域以外でくみ取り便槽、単独処理浄化槽を使

用している家庭は、合併処理浄化槽への早期転換を検討します。 

●合併処理浄化槽を新設する場合は、高度処理型の採用に努めます。 

●浄化槽の維持管理を適正に行います。 

●家庭からの排水に油、固形物等を混入させないようにします。 

●節水や風呂の残り湯の再利用を心掛け、水環境への負荷を減らします。 

●地域の水質向上のため、水路の清掃活動に積極的に協力します。 

市民の役割 

 

●生活排水を排出する当事者であることを認識し、生活排水が水環境に与える影響を

理解します。 

●事業活動に伴って発生する油類、薬剤、その他の汚染物質については、適正な処理が

行えるよう処理施設を整備します。 

●公共下水道、農業集落排水施設普及区域では、速やかに接続を行います。 

●公共下水道、農業集落排水施設普及地域以外でくみ取り便槽、単独処理浄化槽を使

用している事業者は、合併処理浄化槽への早期転換を検討します。 

●合併処理浄化槽を新設する場合は、高度処理型の採用に努めます。 

●浄化槽の維持管理を適正に行います。 

●節水や風呂の残り湯の再利用を心掛け、水環境への負荷を減らします。 

●地域の水質向上のため、地域の水路清掃活動に積極的に協力します。 

事業者の役割 

図 5.7-1 各主体の役割 
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第 6 章 計画の進行管理 

 1 .  ＰＤＣＡサイクルによる進行管理 
本計画の進行管理については、ＰＤＣＡサイクルにより継続的に検証、見直し、評

価を行います。評価に当たっては、本計画に示した各年度の目標と進捗状況を確認し

ます。 

また、「市町村一般廃棄物処理システム比較分析」における評価についても進捗状況

を図る一つの指標と捉え、進捗状況の管理に利用します。 

中間目標年度においては、袖ケ浦市廃棄物減量等推進審議会に評価、見直しに関す

る意見を求め、評価結果を広く住民に公表するとともに、評価意見を踏まえ、見直し

検討も含めた計画進行を行うこととします。 

ＰＤＣＡサイクルの概念図を図 6.1-１に示します。 

 

 

 

 

 

 

 

図 6.1-１ PDCA サイクルの概念図 
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